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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律等

- 138 - 

地域包括支援センターについて

１ 地域の人々の健康、安心、暮らしを支援します

地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・福祉・介護の面から総合的に支援する
ための機関です。市町村や、市町村が委託する組織により公的に運営されており、市町村に１つ
以上設置されています。

介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。
市町村のホームページなどで、お住まいの地域の地域包括支援センターをご確認ください（地

域によっては、地域包括支援センターの名称が異なる場合があります）。

２ 高齢の家族の生活に関することや介護のこと、仕事との両立の悩みなど幅広く対応しています

地域包括支援センターには、保健、福祉、介護の専門家である保健師、社会福祉士、主任ケア
マネジャーなどのスタッフがいます。得意分野を生かして連携を取りながら、相談の内容に応じ
て、制度の概要の説明や相談窓口の紹介など、具体的な解決策の提案をします。また、必要であ
れば介護サービスや、さまざまな支援が受けられるよう、手続きを手伝ってくれます。

地域の高齢者の健康づくりや高齢者の権利を守ること、暮らしやすい地域づくりなども地域包
括支援センターの役割です。

＊ご自身やご家族の介護のことで不安なことがあれば、迷わずお住まいの市町村の地域包括支援

センターにご相談ください。

介護の相談窓口等について

【お問い合わせ先】
・市区町村の介護保険担当課 ：介護に関する全般的な相談や介護保険を利用する場合の手続きなど

・地域包括支援センター ：高齢者の日常生活に関する困りごとや介護の予防に関する相談など

【主な参照先ＵＲＬ】

介護サービス情報公表制度

地域包括支援センター、介護サービス事業所を検索できます。

介護の地域窓口

市町村の介護に関する窓口を公表しています。

介護離職ゼロポータルサイト
介護サービスや介護と仕事を両立していくために活用いただ
ける制度の関連情報へアクセスできます。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成 年法律第 号）

※下線部は平成 年 月１日施行

目次

第 章 総則（第 条－第 条）

第 章 育児休業（第 条－第 条）

第 章 介護休業（第 条－第 条）

第 章 子の看護休暇（第 条の －第 条の ）

第 章 介護休暇（第 条の －第 条の ）

第 章 所定外労働の制限（第 条の －第 条の ）

第 章 時間外労働の制限（第 条－第 条の ）

第 章 深夜業の制限（第 条－第 条の ）

第 章 事業主が講ずべき措置（第 条－第 条）

第 章 対象労働者等に対する国等による援助（第 条－第 条）

第 章 紛争の解決

第 節 紛争の解決の援助（第 条の －第 条の ）

第 節 調停（第 条の ・第 条の ）

第 章 雑則（第 条－第 条）

第 章 罰則（第 条－第 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第 条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関す

る制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業

主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講

ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図

り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福

祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

（定義）

第 条 この法律（第 号に掲げる用語にあっては、第 条の 並びに第 条第 項及び第

項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第 章まで、第 条か

ら第 条まで、第 条、第 条及び第 章において同じ。）が、次章に定めるところによ

り、その子（民法（明治 年法律第 号）第 条の 第 項の規定により労働者が当該労

働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号の規定により同

法第 条の 第 号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他こ

れらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託さ

れている者を含む。第 号及び第 条第 項（同条第 項において準用する場合を含む。）を

除き、以下同じ。）を養育するためにする休業をいう。

二 介護休業 労働者が、第 章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成 年法律第 号）

※下線部は平成 年 月１日施行

目次

第 章 総則（第 条－第 条）

第 章 育児休業（第 条－第 条）

第 章 介護休業（第 条－第 条）

第 章 子の看護休暇（第 条の －第 条の ）

第 章 介護休暇（第 条の －第 条の ）

第 章 所定外労働の制限（第 条の －第 条の ）

第 章 時間外労働の制限（第 条－第 条の ）

第 章 深夜業の制限（第 条－第 条の ）

第 章 事業主が講ずべき措置（第 条－第 条）

第 章 対象労働者等に対する国等による援助（第 条－第 条）

第 章 紛争の解決

第 節 紛争の解決の援助（第 条の －第 条の ）

第 節 調停（第 条の ・第 条の ）

第 章 雑則（第 条－第 条）

第 章 罰則（第 条－第 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第 条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関す

る制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業

主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講

ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図

り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福

祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

（定義）

第 条 この法律（第 号に掲げる用語にあっては、第 条の 並びに第 条第 項及び第

項を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 育児休業 労働者（日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第 章まで、第 条か

ら第 条まで、第 条、第 条及び第 章において同じ。）が、次章に定めるところによ

り、その子（民法（明治 年法律第 号）第 条の 第 項の規定により労働者が当該労

働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該労働者が現

に監護するもの、児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項第 号の規定により同

法第 条の 第 号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他こ

れらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託さ

れている者を含む。第 号及び第 条第 項（同条第 項において準用する場合を含む。）を

除き、以下同じ。）を養育するためにする休業をいう。

二 介護休業 労働者が、第 章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護
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れる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

４ 労働者は、その養育する 歳 か月から 歳に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 歳 か月に達する日

（次号及び第６項において「 歳 か月到達日」という。）において育児休業をしている場合

二 当該子の 歳 か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と

認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

５ 第 項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第 項第 号中

「 歳 か月」とあるのは、「 歳」と読み替えるものとする。

６ 第 項、第 項及び第 項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初

日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）

とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、第 項の規定による申出に

あっては当該申出に係る子の 歳到達日の翌日を、第 項の規定による申出にあっては当該申出

に係る子の 歳 か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない。

７ 第 項ただし書、第 項、第 項ただし書、第 項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用

される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日（第 条第 項の

規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予

定日とされた日）とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働

契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申

出をする場合には、これを適用しない。

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等）

第 条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことがで

きない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその

労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をするこ

とができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合

は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な

理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第 項、

第 項及び第 項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。

３ 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休

業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して 月（前条第 項又

は第 項の規定による申出にあっては 週間）を経過する日（以下この項において「 月等経過

日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予

定日とされた日から当該 月等経過日（当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子

が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該 月等経過日

前の日で厚生労働省令で定める日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指

定することができる。

４ 第 項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第 項に規定する育児休業申出をする場合に

は、これを適用しない。

- 142 - 

するためにする休業をいう。

三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期

間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

四 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含

む。）並びに配偶者の父母をいう。

五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

（基本的理念）

第 条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの

者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとと

もに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにするこ

とをその本旨とする。

２ 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に

行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

（関係者の責務）

第 条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は

家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

第２章 育児休業

（育児休業の申出）

第 条 労働者は、その養育する 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、

育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいず

れにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年以上である者

二 その養育する子が 歳 か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合

にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

２ 前項の規定にかかわらず、育児休業（当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 週間を

経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該

出産予定日から起算して 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した

場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して 週間を経過する日の翌日までと

する。）の期間内に、労働者（当該期間内に労働基準法（昭和 年法律第 号）第 条第

項の規定により休業した者を除く。）が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申

出によりする育児休業を除く。）をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育

していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をする

ことができない。

３ 労働者は、その養育する 歳から 歳 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただ

し、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が 歳に達する日（以下「 歳到達

日」という。）において育児休業をしているものにあっては、第 項各号のいずれにも該当する

ものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 歳到達日において育

児休業をしている場合

二 当該子の 歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認めら
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れる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

４ 労働者は、その養育する 歳 か月から 歳に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 歳 か月に達する日

（次号及び第６項において「 歳 か月到達日」という。）において育児休業をしている場合

二 当該子の 歳 か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と

認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

５ 第 項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第 項第 号中

「 歳 か月」とあるのは、「 歳」と読み替えるものとする。

６ 第 項、第 項及び第 項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働

省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初

日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）

とする日を明らかにして、しなければならない。この場合において、第 項の規定による申出に

あっては当該申出に係る子の 歳到達日の翌日を、第 項の規定による申出にあっては当該申出

に係る子の 歳 か月到達日の翌日を、それぞれ育児休業開始予定日としなければならない。

７ 第 項ただし書、第 項、第 項ただし書、第 項及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用

される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日（第 条第 項の

規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予

定日とされた日）とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働

契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申

出をする場合には、これを適用しない。

（育児休業申出があった場合における事業主の義務等）

第 条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことがで

きない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその

労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をするこ

とができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合

は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な

理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第 項、

第 項及び第 項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。

３ 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休

業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して 月（前条第 項又

は第 項の規定による申出にあっては 週間）を経過する日（以下この項において「 月等経過

日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予

定日とされた日から当該 月等経過日（当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子

が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該 月等経過日

前の日で厚生労働省令で定める日）までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指

定することができる。

４ 第 項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第 項に規定する育児休業申出をする場合に

は、これを適用しない。
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するためにする休業をいう。

三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期

間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

四 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母及び子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含

む。）並びに配偶者の父母をいう。

五 家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

（基本的理念）

第 条 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの

者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとと

もに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにするこ

とをその本旨とする。

２ 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に

行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

（関係者の責務）

第 条 事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は

家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。

第２章 育児休業

（育児休業の申出）

第 条 労働者は、その養育する 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、

育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいず

れにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年以上である者

二 その養育する子が 歳 か月に達する日までに、その労働契約（労働契約が更新される場合

にあっては、更新後のもの）が満了することが明らかでない者

２ 前項の規定にかかわらず、育児休業（当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 週間を

経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該

出産予定日から起算して 週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した

場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して 週間を経過する日の翌日までと

する。）の期間内に、労働者（当該期間内に労働基準法（昭和 年法律第 号）第 条第

項の規定により休業した者を除く。）が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申

出によりする育児休業を除く。）をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育

していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をする

ことができない。

３ 労働者は、その養育する 歳から 歳 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただ

し、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が 歳に達する日（以下「 歳到達

日」という。）において育児休業をしているものにあっては、第 項各号のいずれにも該当する

ものに限り、当該申出をすることができる。

一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の 歳到達日において育

児休業をしている場合

二 当該子の 歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認めら
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三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第

条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、第 条第 項に規定する介護休業期

間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

３ 前条第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用

する。

（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例）

第 条の 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日以前のいず

れかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第 章から第 章ま

で、第 条第 項及び第 章の規定の適用については、第 条第 項中「 歳に満たない子」

とあるのは「 歳に満たない子（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用するこの項の規

定により育児休業をする場合にあっては、 歳 か月に満たない子）」と、同条第 項ただし書

中「 歳に達する日（以下「 歳到達日」という。）」とあるのは「 歳に達する日（以下「 歳

到達日」という。）（当該配偶者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の

規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあ

っては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同項第 号中「又はその配偶者が、当該子

の 歳到達日」とあるのは「が当該子の 歳到達日（当該労働者が第 条の 第 項の規定によ

り読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子

の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）において育児休業

をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日（当該配偶者が第 条の 第 項

の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の

第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた

日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、

同条第 項中「 歳到達日」とあるのは「 歳到達日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が

第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第

項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終

了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日と

された日（当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予

定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））」と、前条第 項中「変更後の育児休業

終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項（次

条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において同じ。）（当該育児休業終了

予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該

育児休業に係る子の出生した日から当該子の 歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取

得日数（当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第 条第 項又は第 項の規定により

休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数

を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項（次条第 項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）」と、同条第 項第 号中「第 条第 項」とあるのは「次条第

項の規定により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出により育児休業をしている場

合にあっては 歳 か月、同条第 項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」

と、第 条第 項第 号中「 歳（」とあるのは「 歳（当該労働者が第 条の 第 項の規定

により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳 か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

２ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第 条第 項の規定による申出に係る育児休業開

- 144 - 

（育児休業開始予定日の変更の申出等）

第 条 第 条第 項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定

日とされた日（前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指

定した日。以下この項において同じ。）の前日までに、前条第 項の厚生労働省令で定める事由

が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を

回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

２ 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後

の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して 月を超えない範囲

内で厚生労働省令で定める期間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前

の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始

予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日と

されていた日（前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指

定した日。以下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前

の育児休業開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開

始予定日として指定することができる。

３ 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることによ

り、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を 回に限り当該育児休業終了予定日とされた

日後の日に変更することができる。

（育児休業申出の撤回等）

第 条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日（第

条第 項又は前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定

した日、同条第 項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の

育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。）の前日までは、当該育児休業申出を撤回すること

ができる。

２ 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、

厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第 条第 項、第 項及び第 項の規定に

かかわらず、育児休業申出をすることができない。

３ 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働

者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者

は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

（育児休業期間）

第 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児

休業期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第

条第 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育

児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。）までの間とする。

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわら

ず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係

る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が 歳（第 条第 項

の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 歳 か月、同条第 項の規定に

よる申出により育児休業をしている場合にあっては 歳）に達したこと。
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三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法第

条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、第 条第 項に規定する介護休業期

間又は新たな育児休業期間が始まったこと。

３ 前条第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用

する。

（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例）

第 条の 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日以前のいず

れかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第 章から第 章ま

で、第 条第 項及び第 章の規定の適用については、第 条第 項中「 歳に満たない子」

とあるのは「 歳に満たない子（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用するこの項の規

定により育児休業をする場合にあっては、 歳 か月に満たない子）」と、同条第 項ただし書

中「 歳に達する日（以下「 歳到達日」という。）」とあるのは「 歳に達する日（以下「 歳

到達日」という。）（当該配偶者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の

規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあ

っては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、同項第 号中「又はその配偶者が、当該子

の 歳到達日」とあるのは「が当該子の 歳到達日（当該労働者が第 条の 第 項の規定によ

り読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子

の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）において育児休業

をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日（当該配偶者が第 条の 第 項

の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の

第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた

日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）」と、

同条第 項中「 歳到達日」とあるのは「 歳到達日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が

第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第

項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終

了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日と

された日（当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予

定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））」と、前条第 項中「変更後の育児休業

終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項（次

条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において同じ。）（当該育児休業終了

予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該

育児休業に係る子の出生した日から当該子の 歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取

得日数（当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第 条第 項又は第 項の規定により

休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）を差し引いた日数

を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項（次条第 項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）」と、同条第 項第 号中「第 条第 項」とあるのは「次条第

項の規定により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出により育児休業をしている場

合にあっては 歳 か月、同条第 項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」

と、第 条第 項第 号中「 歳（」とあるのは「 歳（当該労働者が第 条の 第 項の規定

により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳 か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

２ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第 条第 項の規定による申出に係る育児休業開
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（育児休業開始予定日の変更の申出等）

第 条 第 条第 項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定

日とされた日（前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指

定した日。以下この項において同じ。）の前日までに、前条第 項の厚生労働省令で定める事由

が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を

回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

２ 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後

の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して 月を超えない範囲

内で厚生労働省令で定める期間を経過する日（以下この項において「期間経過日」という。）前

の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始

予定日とされた日から当該期間経過日（その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日と

されていた日（前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指

定した日。以下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前

の育児休業開始予定日とされていた日）までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開

始予定日として指定することができる。

３ 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることによ

り、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を 回に限り当該育児休業終了予定日とされた

日後の日に変更することができる。

（育児休業申出の撤回等）

第 条 育児休業申出をした労働者は、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日（第

条第 項又は前条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては当該事業主の指定

した日、同条第 項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の

育児休業開始予定日とされた日。以下同じ。）の前日までは、当該育児休業申出を撤回すること

ができる。

２ 前項の規定により育児休業申出を撤回した労働者は、当該育児休業申出に係る子については、

厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、第 条第 項、第 項及び第 項の規定に

かかわらず、育児休業申出をすることができない。

３ 育児休業申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働

者が当該育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者

は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

（育児休業期間）

第 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児

休業期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第

条第 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育

児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。）までの間とする。

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわら

ず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係

る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が 歳（第 条第 項

の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては 歳 か月、同条第 項の規定に

よる申出により育児休業をしている場合にあっては 歳）に達したこと。
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護休業申出をする場合には、これを適用しない。

（介護休業申出があった場合における事業主の義務等）

第 条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことがで

きない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について

準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第 条第 項において準用

する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは「第 条第 項」と読み替えるも

のとする。

３ 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休

業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して 週間を経過する日

（以下この項において「 週間経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該 週間経過日までの間のいずれかの

日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

４ 前 項の規定は、労働者が前条第 項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用し

ない。

（介護休業終了予定日の変更の申出）

第 条 第 条第 項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

（介護休業申出の撤回等）

第 条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日

（第 条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。

第 項において準用する第 条第 項及び次条第 項において同じ。）の前日までは、当該介護

休業申出を撤回することができる。

２ 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該

撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象

家族についての介護休業申出については、事業主は、第 条第 項の規定にかかわらず、これを

拒むことができる。

３ 第 条第 項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」と

あるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

（介護休業期間）

第 条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間（以下「介護

休業期間」という。）は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業

終了予定日とされた日（その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して 日から当該

労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経過する日。第 項において同じ。）までの間とする。

２ この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第 条において準用する第 条第

項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終

了予定日とされた日をいう。

３ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第 項の規定にかかわ

らず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了す

る。

一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申
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始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の 歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合

における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、

これを適用しない。

（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用）

第 条の 第 条第 項及び第 項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会

職員の育児休業等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項、国家公務員の育児休業

等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項（同法第 条第 項及び裁判所職員臨時

措置法（昭和 年法律第 号）（第 号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項又は裁判官の育児

休業に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項の規定によりする請求及び当該請求に

係る育児休業は、それぞれ第 条第 項又は第 項の規定によりする申出及び当該申出によりす

る育児休業とみなす。

（不利益取扱いの禁止）

第 条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働

者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第３章 介護休業

（介護休業の申出）

第 条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期

間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をす

ることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年以上である者

二 第 項に規定する介護休業開始予定日から起算して 日を経過する日から 月を経過する日

までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了するこ

とが明らかでない者

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族

が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出を

することができない。

一 当該対象家族について 回の介護休業をした場合

二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業を終了した

日までの日数とし、 回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休

業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第

条第 項において「介護休業日数」という。）が 日に達している場合

３ 第 項の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところ

により、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中

は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「介護休業

開始予定日」という。）及び末日（以下「介護休業終了予定日」という。）とする日を明らかに

して、しなければならない。

４ 第 項ただし書及び第 項（第 号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者であって、

その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日（第 条において準用する第 条第

項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終

了予定日とされた日）とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、

当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介
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護休業申出をする場合には、これを適用しない。

（介護休業申出があった場合における事業主の義務等）

第 条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことがで

きない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について

準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第 条第 項において準用

する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは「第 条第 項」と読み替えるも

のとする。

３ 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休

業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して 週間を経過する日

（以下この項において「 週間経過日」という。）前の日であるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該 週間経過日までの間のいずれかの

日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

４ 前 項の規定は、労働者が前条第 項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用し

ない。

（介護休業終了予定日の変更の申出）

第 条 第 条第 項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

（介護休業申出の撤回等）

第 条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日

（第 条第 項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。

第 項において準用する第 条第 項及び次条第 項において同じ。）の前日までは、当該介護

休業申出を撤回することができる。

２ 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該

撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象

家族についての介護休業申出については、事業主は、第 条第 項の規定にかかわらず、これを

拒むことができる。

３ 第 条第 項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」と

あるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

（介護休業期間）

第 条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間（以下「介護

休業期間」という。）は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業

終了予定日とされた日（その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して 日から当該

労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経過する日。第 項において同じ。）までの間とする。

２ この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第 条において準用する第 条第

項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終

了予定日とされた日をいう。

３ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第 項の規定にかかわ

らず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了す

る。

一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申
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始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の 歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合

における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、

これを適用しない。

（公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用）

第 条の 第 条第 項及び第 項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会

職員の育児休業等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項、国家公務員の育児休業

等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項（同法第 条第 項及び裁判所職員臨時

措置法（昭和 年法律第 号）（第 号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項又は裁判官の育児

休業に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項の規定によりする請求及び当該請求に

係る育児休業は、それぞれ第 条第 項又は第 項の規定によりする申出及び当該申出によりす

る育児休業とみなす。

（不利益取扱いの禁止）

第 条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働

者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第３章 介護休業

（介護休業の申出）

第 条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期

間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をす

ることができる。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年以上である者

二 第 項に規定する介護休業開始予定日から起算して 日を経過する日から 月を経過する日

までに、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了するこ

とが明らかでない者

２ 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族

が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出を

することができない。

一 当該対象家族について 回の介護休業をした場合

二 当該対象家族について介護休業をした日数（介護休業を開始した日から介護休業を終了した

日までの日数とし、 回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休

業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第

条第 項において「介護休業日数」という。）が 日に達している場合

３ 第 項の規定による申出（以下「介護休業申出」という。）は、厚生労働省令で定めるところ

により、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中

は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「介護休業

開始予定日」という。）及び末日（以下「介護休業終了予定日」という。）とする日を明らかに

して、しなければならない。

４ 第 項ただし書及び第 項（第 号を除く。）の規定は、期間を定めて雇用される者であって、

その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日（第 条において準用する第 条第

項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終

了予定日とされた日）とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、

当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介
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第 条の 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者

は、その事業主に申し出ることにより、 の年度において 労働日（要介護状態にある対象家族

が 人以上の場合にあっては、 労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介

護休暇」という。）を取得することができる。

２ 介護休暇は、 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することがで

きる。 
３ 第１項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が

要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日（前項の厚生労働省令で定める 日未満の単位

で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。

４ 第 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、 月 日に始まり、翌年 月 日に

終わるものとする。

（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）

第 条の 事業主は、労働者からの前条第 項の規定による申出があったときは、当該申出を拒

むことができない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの前条第 項の規定による申出があっ

た場合について準用する。この場合において、第 条第 項第 号中「 年」とあるのは「 月」

と、同項第 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体

制に照らして、第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で介護休暇を取得する

ことが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省令で定める 日未

満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、同条第 項中「前項ただし書」とあるのは「第

条の 第 項において準用する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは「第

条の 第 項」と読み替えるものとする。

（準用）

第 条の 第 条の規定は、第 条の 第 項の規定による申出及び介護休暇について準用す

る。

第６章 所定外労働の制限

第 条の 事業主は、 歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が

雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所

の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定めら

れた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時

間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由がある

と認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を

超えて労働させてはならないこととなる一の期間（ 月以上 年以内の期間に限る。第 項にお

いて「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」とい

う。）及び末日（第 項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限

開始予定日の 月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限

期間については、第 条第 項前段（第 条第 項において準用する場合を含む。）に規定す
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出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこ

と。

二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第

条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間

が始まったこと。

４ 第 条第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準

用する。

（準用）

第 条 第 条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

第４章 子の看護休暇

（子の看護休暇の申出）

第 条の 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ること

により、一の年度において 労働日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 人以

上の場合にあっては、 労働日）を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話

又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための

休暇（以下「子の看護休暇」という。）を取得することができる。

２ 子の看護休暇は、 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者

は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得すること

ができる。

３ 第 項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日

（前項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の

日時）を明らかにして、しなければならない。

４ 第 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、 月 日に始まり、翌年 月 日に

終わるものとする。

（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）

第 条の 事業主は、労働者からの前条第 項の規定による申出があったときは、当該申出を拒

むことができない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの前条第 項の規定による申出があっ

た場合について準用する。この場合において、第 条第 項第 号中「 年」とあるのは「 月」

と、同項第 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体

制に照らして、第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で子の看護休暇を取得

することが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省令で定める

日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、同条第 項中「前項ただし書」とあるのは

「第 条の 第 項において準用する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは

「第 条の 第 項」と読み替えるものとする。

（準用）

第 条の 第 条の規定は、第 条の 第 項の規定による申出及び子の看護休暇について準

用する。

第５章 介護休暇

（介護休暇の申出）
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第 条の 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者

は、その事業主に申し出ることにより、 の年度において 労働日（要介護状態にある対象家族

が 人以上の場合にあっては、 労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（以下「介

護休暇」という。）を取得することができる。

２ 介護休暇は、 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することがで

きる。 
３ 第１項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が

要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日（前項の厚生労働省令で定める 日未満の単位

で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時）を明らかにして、しなければならない。

４ 第 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、 月 日に始まり、翌年 月 日に

終わるものとする。

（介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）

第 条の 事業主は、労働者からの前条第 項の規定による申出があったときは、当該申出を拒

むことができない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの前条第 項の規定による申出があっ

た場合について準用する。この場合において、第 条第 項第 号中「 年」とあるのは「 月」

と、同項第 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体

制に照らして、第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で介護休暇を取得する

ことが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省令で定める 日未

満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、同条第 項中「前項ただし書」とあるのは「第

条の 第 項において準用する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは「第

条の 第 項」と読み替えるものとする。

（準用）

第 条の 第 条の規定は、第 条の 第 項の規定による申出及び介護休暇について準用す

る。

第６章 所定外労働の制限

第 条の 事業主は、 歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が

雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所

の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定めら

れた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時

間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由がある

と認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を

超えて労働させてはならないこととなる一の期間（ 月以上 年以内の期間に限る。第 項にお

いて「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」とい

う。）及び末日（第 項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限

開始予定日の 月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限

期間については、第 条第 項前段（第 条第 項において準用する場合を含む。）に規定す
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出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこ

と。

二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第

条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間

が始まったこと。

４ 第 条第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準

用する。

（準用）

第 条 第 条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。

第４章 子の看護休暇

（子の看護休暇の申出）

第 条の 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ること

により、一の年度において 労働日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 人以

上の場合にあっては、 労働日）を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話

又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための

休暇（以下「子の看護休暇」という。）を取得することができる。

２ 子の看護休暇は、 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者

は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得すること

ができる。

３ 第 項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日

（前項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の

日時）を明らかにして、しなければならない。

４ 第 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、 月 日に始まり、翌年 月 日に

終わるものとする。

（子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等）

第 条の 事業主は、労働者からの前条第 項の規定による申出があったときは、当該申出を拒

むことができない。

２ 第 条第 項ただし書及び第 項の規定は、労働者からの前条第 項の規定による申出があっ

た場合について準用する。この場合において、第 条第 項第 号中「 年」とあるのは「 月」

と、同項第 号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体

制に照らして、第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位で子の看護休暇を取得

することが困難と認められる業務に従事する労働者（同項の規定による厚生労働省令で定める

日未満の単位で取得しようとする者に限る。）」と、同条第 項中「前項ただし書」とあるのは

「第 条の 第 項において準用する前項ただし書」と、「前条第 項及び第 項」とあるのは

「第 条の 第 項」と読み替えるものとする。

（準用）

第 条の 第 条の規定は、第 条の 第 項の規定による申出及び子の看護休暇について準

用する。

第５章 介護休暇

（介護休暇の申出）

－ 149 －

育児・介護_あらまし_本文.indd   149 2017/08/09   17:44:54



- 151 - 

に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他

の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が小学校就学の

始期に達したこと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条 前条第 項、第 項、第 項及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にある

対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 項中「当該子を養育

する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とある

のは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条第 項（前条第 項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 条第 項の規定により当該事業主が当

該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者

が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な

取扱いをしてはならない。

第８章 深夜業の制限

第 条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいず

れにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後 時から午前

時までの間（以下この条及び第 条の において「深夜」という。）において労働させてはなら

ない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家

族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者

三 前 号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があ

ると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労

働させてはならないこととなる一の期間（ 月以上 月以内の期間に限る。第 項において「制

限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及

び末日（同項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日

の 月前までにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他
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る制限期間と重複しないようにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他

の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が 歳に達した

こと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条の 前条第 項から第 項まで及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にあ

る対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第１項中「当該子を養

育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とあ

るのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条の 第 項（前条第 項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）規定による請求をし、又は第 条の 第 項の規定により当該事業

主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働

者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不

利益な取扱いをしてはならない。

第７章 時間外労働の制限

第 条 事業主は、労働基準法第 条第 項本文の規定により同項に規定する労働時間（以下こ

の条において単に「労働時間」という。）を延長することができる場合において、小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子

を養育するために請求したときは、制限時間（ 月について 時間、 年について 時間をい

う。次項及び第 条の において同じ。）を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事

業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由がある

と認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超え

て労働時間を延長してはならないこととなる一の期間（ 月以上 年以内の期間に限る。第 項

において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」

という。）及び末日（第 項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、

制限開始予定日の 月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する

制限期間については、第 条の 第 項前段（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）
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に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他

の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が小学校就学の

始期に達したこと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条 前条第 項、第 項、第 項及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にある

対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 項中「当該子を養育

する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とある

のは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条第 項（前条第 項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 条第 項の規定により当該事業主が当

該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者

が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な

取扱いをしてはならない。

第８章 深夜業の制限

第 条 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいず

れにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合においては、午後 時から午前

時までの間（以下この条及び第 条の において「深夜」という。）において労働させてはなら

ない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家

族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者

三 前 号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があ

ると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労

働させてはならないこととなる一の期間（ 月以上 月以内の期間に限る。第 項において「制

限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及

び末日（同項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、制限開始予定日

の 月前までにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他
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る制限期間と重複しないようにしなければならない。

３ 第 項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他

の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が 歳に達した

こと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条の 前条第 項から第 項まで及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にあ

る対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第１項中「当該子を養

育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とあ

るのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条の 第 項（前条第 項において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）規定による請求をし、又は第 条の 第 項の規定により当該事業

主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働

者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不

利益な取扱いをしてはならない。

第７章 時間外労働の制限

第 条 事業主は、労働基準法第 条第 項本文の規定により同項に規定する労働時間（以下こ

の条において単に「労働時間」という。）を延長することができる場合において、小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子

を養育するために請求したときは、制限時間（ 月について 時間、 年について 時間をい

う。次項及び第 条の において同じ。）を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事

業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由がある

と認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を超え

て労働時間を延長してはならないこととなる一の期間（ 月以上 年以内の期間に限る。第 項

において「制限期間」という。）について、その初日（以下この条において「制限開始予定日」

という。）及び末日（第 項において「制限終了予定日」という。）とする日を明らかにして、

制限開始予定日の 月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する

制限期間については、第 条の 第 項前段（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）
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び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（所定労働時間の短縮措置等）

第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その 歳に満たない子を養育する労働者であって

育児休業をしていないもの（ 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの

を除く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間

を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置

（以下この条及び第 条第 項第 号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）

を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半

数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者の

うち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労

働者については、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすること

について合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

三 前 号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定

労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第 号に掲げる労働者

であってその 歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を

講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者

の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第 条の の規定により労働

させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（第

条第 項において「始業時刻変更等の措置」という。）を講じなければならない。

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であ

って介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に

基づく連続する 年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業し

つつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置（以下この条及び第

条第 項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）を講じなければな

らない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは

その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための

所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者について

は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととする

ことについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

４ 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する

日として当該労働者が申し出た日から起算する。

第 条の 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に

措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

らない。
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の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が小学校就学の

始期に達したこと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条 前条第 項から第 項まで及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にある対

象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 項中「当該子を養育す

る」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第 号中「子」とあるのは「対象家族」と、

「保育」とあるのは「介護」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とあるのは「対象家族」

と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条第 項（前条第 項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 条第 項の規定により当該事業主が当

該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜におい

て労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

らない。

第９章 事業主が講ずべき措置

（育児休業等に関する定めの周知等の措置）

第 条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるととも

に、これを労働者に周知させるための措置（労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産

したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる

措置を含む。）を講ずるよう努めなければならない。

一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項

二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

三 前 号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

２ 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示す

るよう努めなければならない。

（雇用管理等に関する措置）

第 条 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が

円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所におけ

る労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及
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び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（所定労働時間の短縮措置等）

第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その 歳に満たない子を養育する労働者であって

育児休業をしていないもの（ 日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの

を除く。）に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間

を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置

（以下この条及び第 条第 項第 号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。）

を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半

数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者の

うち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労

働者については、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすること

について合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

三 前 号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定

労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第 号に掲げる労働者

であってその 歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を

講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者

の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第 条の の規定により労働

させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置（第

条第 項において「始業時刻変更等の措置」という。）を講じなければならない。

３ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であ

って介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に

基づく連続する 年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業し

つつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置（以下この条及び第

条第 項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）を講じなければな

らない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働

組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときは

その労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための

所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者について

は、この限りでない。

一 当該事業主に引き続き雇用された期間が 年に満たない労働者

二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととする

ことについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

４ 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する

日として当該労働者が申し出た日から起算する。

第 条の 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に

措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

らない。
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の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由

が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その

事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

４ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日（第

号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。

一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第 項の規定による請

求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第 項の規定による請求に係る子が小学校就学の

始期に達したこと。

三 制限終了予定日とされた日までに、第 項の規定による請求をした労働者について、労働基

準法第 条第 項若しくは第 項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間

が始まったこと。

５ 第 項後段の規定は、前項第 号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第 条 前条第 項から第 項まで及び第 項（第 号を除く。）の規定は、要介護状態にある対

象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第 項中「当該子を養育す

る」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第 号中「子」とあるのは「対象家族」と、

「保育」とあるのは「介護」と、同条第 項及び第 項第 号中「子」とあるのは「対象家族」

と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

２ 前条第 項後段の規定は、前項において準用する同条第 項第 号の厚生労働省令で定める事

由が生じた場合について準用する。

第 条の 事業主は、労働者が第 条第 項（前条第 項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）の規定による請求をし、又は第 条第 項の規定により当該事業主が当

該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜におい

て労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはな

らない。

第９章 事業主が講ずべき措置

（育児休業等に関する定めの周知等の措置）

第 条 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるととも

に、これを労働者に周知させるための措置（労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産

したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる

措置を含む。）を講ずるよう努めなければならない。

一 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項

二 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

三 前 号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

２ 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示す

るよう努めなければならない。

（雇用管理等に関する措置）

第 条 事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が

円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所におけ

る労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及
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（職業家庭両立推進者）

第 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第 条から第 条までに定める措置及

び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が

図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当

する者を選任するように努めなければならない。

 
第 10 章 対象労働者等に対する国等による援助

（事業主等に対する援助）

第 条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者（以下「対象労働者」

という。）及び育児等退職者（以下「対象労働者等」と総称する。）の雇用の継続、再就職の促

進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、

対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談

及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

（相談、講習等）

第 条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必

要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。

２ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

（再就職の援助）

第 条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにす

るため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施さ

れるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものと

する。

（職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置）

第 条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他

の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働

者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

（勤労者家庭支援施設）

第 条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならな

い。

２ 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の

相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための

便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする

施設とする。

３ 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものと

する。

４ 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導そ

の他の援助を行うことができる。

（勤労者家庭支援施設指導員）

第 条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員（次

項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。）を置くように努めなければならない。
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（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置）

第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇

（子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第 条の規定による年次有給休暇として与えられるも

のを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。）を与える

ための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じ

て、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

一 その 歳（当該労働者が第 条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳 か月、当該労働者が同条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳。次号において同じ。）に満たない子を養育する労働者（第 条第 項に規定する労働者を

除く。同号において同じ。）で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置

二 その 歳から 歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻

変更等の措置

三 その 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制

度、第 条の の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短

縮措置又は始業時刻変更等の措置

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しく

は介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必

要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第 条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他

の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動によ

り当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

（労働者の配置に関する配慮）

第 条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとす

る場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うこ

とが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に

配慮しなければならない。

（再雇用特別措置等）

第 条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者（以下「育児等退職

者」という。）について、必要に応じ、再雇用特別措置（育児等退職者であって、その退職の際

に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を

有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別

の配慮をする措置をいう。第 条において同じ。）その他これに準ずる措置を実施するよう努め

なければならない。

（指針）

第 条 厚生労働大臣は、第 条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養

育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られる

ようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

の指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
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（職業家庭両立推進者）

第 条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第 条から第 条までに定める措置及

び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が

図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当

する者を選任するように努めなければならない。

 
第 10 章 対象労働者等に対する国等による援助

（事業主等に対する援助）

第 条 国は、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者（以下「対象労働者」

という。）及び育児等退職者（以下「対象労働者等」と総称する。）の雇用の継続、再就職の促

進その他これらの者の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、

対象労働者の雇用される事業所における雇用管理、再雇用特別措置その他の措置についての相談

及び助言、給付金の支給その他の必要な援助を行うことができる。

（相談、講習等）

第 条 国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必

要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。

２ 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

（再就職の援助）

第 条 国は、育児等退職者に対して、その希望するときに再び雇用の機会が与えられるようにす

るため、職業指導、職業紹介、職業能力の再開発の措置その他の措置が効果的に関連して実施さ

れるように配慮するとともに、育児等退職者の円滑な再就職を図るため必要な援助を行うものと

する。

（職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置）

第 条 国は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立を妨げている職場における慣行その他

の諸要因の解消を図るため、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立に関し、事業主、労働

者その他国民一般の理解を深めるために必要な広報活動その他の措置を講ずるものとする。

（勤労者家庭支援施設）

第 条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならな

い。

２ 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の

相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための

便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする

施設とする。

３ 厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものと

する。

４ 国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導そ

の他の援助を行うことができる。

（勤労者家庭支援施設指導員）

第 条 勤労者家庭支援施設には、対象労働者等に対する相談及び指導の業務を担当する職員（次

項において「勤労者家庭支援施設指導員」という。）を置くように努めなければならない。
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（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置）

第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇

（子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第 条の規定による年次有給休暇として与えられるも

のを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。）を与える

ための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じ

て、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

一 その 歳（当該労働者が第 条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳 か月、当該労働者が同条第 項の規定による申出をすることができる場合にあっては

歳。次号において同じ。）に満たない子を養育する労働者（第 条第 項に規定する労働者を

除く。同号において同じ。）で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置

二 その 歳から 歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻

変更等の措置

三 その 歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制

度、第 条の の規定による所定外労働の制限に関する制度、育児のための所定労働時間の短

縮措置又は始業時刻変更等の措置

２ 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しく

は介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必

要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第 条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他

の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動によ

り当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応

するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

（労働者の配置に関する配慮）

第 条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとす

る場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うこ

とが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に

配慮しなければならない。

（再雇用特別措置等）

第 条 事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者（以下「育児等退職

者」という。）について、必要に応じ、再雇用特別措置（育児等退職者であって、その退職の際

に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を

有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別

の配慮をする措置をいう。第 条において同じ。）その他これに準ずる措置を実施するよう努め

なければならない。

（指針）

第 条 厚生労働大臣は、第 条から前条までの規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養

育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られる

ようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため

の指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
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業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和 年法律第 号）第 条第 項及び第 項の規定は、当該構成員たる中小企

業者については、適用しない。

２ この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する中小企業者をいう。

二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇

用管理の改善の促進に関する法律第 条第 項に規定する事業協同組合等であって、その構成

員たる中小企業者に対し、第 条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行う

ものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当で

あると認定したものをいう。

３ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第 号の相談及び援助を行うものとして適当でなく

なったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。

４ 第 項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令

で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

５ 職業安定法第 条第 項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第 条の

第 項及び第 項、第 条の 、第 条、第 条第 項、第 条第 項、第 条の 、第

条の 第 項、第 条の 、第 条第 項及び第 項並びに第 条の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第 条の規定は同項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第 条第 項及び第 項の規定

はこの項において準用する同条第 項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合に

おいて、同法第 条第 項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条第 項の規定による届出をして労

働者の募集に従事しようとする者」と、同法第 条第 項中「当該労働者の募集の業務の廃止を

命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第 条第 項及び第 条の の規定の適用については、同法第 条第 項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以

外の者に与えようとする」と、同法第 条の 中「第 条に規定する募集受託者」とあるのは

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条第 項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

７ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第 項第 号の相談及び援助の実施状況について

報告を求めることができる。

第 条 公共職業安定所は、前条第 項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に

対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内

容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなけれ

ばならない。

（調査等）

第 条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、こ

れらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するも

のとする。

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要
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２ 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定

める資格を有する者のうちから選任するものとする。

第 章 紛争の解決

第 節 紛争の解決の援助

（苦情の自主的解決）

第 条の 事業主は、第 章から第 章まで、第 条、第 条の 及び第 条に定める事項

に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事

業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をい

う。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）

第 条の 第 条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争につい

ては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 年法律第 号）第 条、第 条及

び第 条から第 条までの規定は適用せず、次条から第 条の までに定めるところによる。

（紛争の解決の援助）

第 条の 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方

からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又

は勧告をすることができる。

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不

利益な取扱いをしてはならない。

第 節 調停

（調停の委任）

第 条の 都道府県労働局長は、第 条の に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双

方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると

きは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 条第 項の紛争調整委員会に調停を行わ

せるものとする。

２ 前条第 項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

（調停）

第 条の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 年法

律第 号）第 条、第 条第 項及び第 条から第 条までの規定は、前条第 項の調停

の手続について準用する。この場合において、同法第 条第 項中「前条第 項」とあるのは「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と、

同法第 条第 項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇

用される労働者その他の参考人」と、同法第 条第 項中「第 条第 項」とあるのは「育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と読み

替えるものとする。

第 章 雑則

（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例）

第 条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は

介護休業（これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。）をする労働者の当該育児休
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業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和 年法律第 号）第 条第 項及び第 項の規定は、当該構成員たる中小企

業者については、適用しない。

２ この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 中小企業者 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する中小企業者をいう。

二 認定中小企業団体 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇

用管理の改善の促進に関する法律第 条第 項に規定する事業協同組合等であって、その構成

員たる中小企業者に対し、第 条の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行う

ものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当で

あると認定したものをいう。

３ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第 号の相談及び援助を行うものとして適当でなく

なったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。

４ 第 項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令

で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

５ 職業安定法第 条第 項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第 条の

第 項及び第 項、第 条の 、第 条、第 条第 項、第 条第 項、第 条の 、第

条の 第 項、第 条の 、第 条第 項及び第 項並びに第 条の規定は前項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第 条の規定は同項の規定による届出をし

て労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第 条第 項及び第 項の規定

はこの項において準用する同条第 項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合に

おいて、同法第 条第 項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条第 項の規定による届出をして労

働者の募集に従事しようとする者」と、同法第 条第 項中「当該労働者の募集の業務の廃止を

命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第 条第 項及び第 条の の規定の適用については、同法第 条第 項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以

外の者に与えようとする」と、同法第 条の 中「第 条に規定する募集受託者」とあるのは

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条第 項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。

７ 厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第 項第 号の相談及び援助の実施状況について

報告を求めることができる。

第 条 公共職業安定所は、前条第 項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に

対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内

容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなけれ

ばならない。

（調査等）

第 条 厚生労働大臣は、対象労働者等の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、こ

れらの者の雇用管理、職業能力の開発及び向上その他の事項に関し必要な調査研究を実施するも

のとする。

２ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対して、資料の提供その他必要
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２ 勤労者家庭支援施設指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定

める資格を有する者のうちから選任するものとする。

第 章 紛争の解決

第 節 紛争の解決の援助

（苦情の自主的解決）

第 条の 事業主は、第 章から第 章まで、第 条、第 条の 及び第 条に定める事項

に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事

業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をい

う。）に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）

第 条の 第 条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争につい

ては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成 年法律第 号）第 条、第 条及

び第 条から第 条までの規定は適用せず、次条から第 条の までに定めるところによる。

（紛争の解決の援助）

第 条の 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方

からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又

は勧告をすることができる。

２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不

利益な取扱いをしてはならない。

第 節 調停

（調停の委任）

第 条の 都道府県労働局長は、第 条の に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双

方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると

きは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第 条第 項の紛争調整委員会に調停を行わ

せるものとする。

２ 前条第 項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

（調停）

第 条の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 年法

律第 号）第 条、第 条第 項及び第 条から第 条までの規定は、前条第 項の調停

の手続について準用する。この場合において、同法第 条第 項中「前条第 項」とあるのは「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と、

同法第 条第 項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇

用される労働者その他の参考人」と、同法第 条第 項中「第 条第 項」とあるのは「育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と読み

替えるものとする。

第 章 雑則

（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例）

第 条 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は

介護休業（これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。）をする労働者の当該育児休
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法（昭和 年法律第 号）の適用を受ける船員（次項において「船員等」という。）に関して

は、適用しない。

２ 船員等に関しては、第 条第 号及び第 号から第 号まで、第 条第 項、第 項第 号、

第 項第 号及び第 項、第 条第 項第 号（第 条第 項、第 条の 第 項及び第

条の 第 項において準用する場合を含む。）及び第 項、第 条（第 条において準用する場

合を含む。）、第 条第 項及び第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第

条第 項第 号及び第 項、第 条の 第 項、第 条第 項、第 条第 項、第 条第

項第 号及び第 項、第 条の 第 項から第 項まで、第 条の 第 項から第 項まで、

第 条第 項第 号及び第 号、第 項、第 項並びに第 項第 号（これらの規定を第 条

第 項において準用する場合を含む。）並びに第 条第 項、第 条第 項、第 条第 項第

号及び第 項、第 条第 項から第 項まで、第 条、第 条、第 条、第 条並びに前

条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第 条第 項中「労働基準法（昭和

年法律第 号）第 条第 項の規定により休業した」とあるのは「船員法（昭和 年法律第

号）第 条第 項の規定により作業に従事しなかった」と、第 条第 項第 号、第 条

第 項第 号及び第 条第 項第 号中「労働基準法第 条第 項若しくは第 項の規定によ

り休業する」とあるのは「船員法第 条第 項若しくは第 項の規定により作業に従事しない」

と、第 条の 第 項中「労働基準法第 条第 項又は第 項の規定により休業した」とあるの

は「船員法第 条第 項又は第 項の規定により作業に従事しなかった」と、第 条第 項中

「労働基準法第 条の の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に

乗り組ませること」と、同項及び第 条第 項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間

航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第 条の規定による年次有給休

暇」とあるのは「船員法第 条から第 条までの規定による有給休暇」と、同項第 号中「制

度、第 条の の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第 条

及び第 条から第 条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第

条の 中「第 章から第 章まで」とあるのは「第 章から第 章まで、第 章」と、第 条の

中「から第 条の まで」とあるのは「、第 条の 及び第 条第 項」と、第 条の

第 項、第 条の 第 項及び第 条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運

輸監理部長を含む。）」と、同項中「第 条第 項の紛争調整委員会」とあるのは「第 条第

項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第 条の 中「第

条の 第 項、第 条の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第

条の 、第 条第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 」と

あるのは「第 条の 第 項」と、第 条中「第 条の 第 項及び第 項、第 条の 第

項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規定を第 条の 第 項において準用する場合

を含む。）、第 条第 項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規定を第 条第 項に

おいて準用する場合を含む。）」とあるのは「第 条の 第 項及び第 項」と、「労働政策審

議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。

３ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 条第 項 、第

条から第 条まで並びに第 条第 項及び第 項の規定は、前項の規定により読み替えられた

第 条の 第 項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合にお

いて、同法第 条第 項、第 条から第 条まで及び第 条中「委員会は」とあるのは「調

停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇

用される労働者その他の参考人」と、同法第 条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」と

あるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局

（運輸監理部を含む。）」と、同法第 条第 項中「第 条第 項」とあるのは「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と、同法第
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な協力を求めることができる。

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることがで

きる。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第 条の 厚生労働大臣は、第 条第 項（第 条第 項、第 条の 第 項及び第 条の

第 項において準用する場合を含む。）、第 条（第 条、第 条の 及び第 条の にお

いて準用する場合を含む。）、第 条第 項、第 条の 第 項、 条の 第 項、第 条

の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第

項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第 項（第 条第

項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第 項から第 項まで、第 条の 、

第 条、第 条又は第 条の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）

の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受

けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

（労働政策審議会への諮問）

第 条 厚生労働大臣は、第 条第 号及び第 号から第 号まで、第 条第 項、第 項第

号及び第 項第 号、第 条第 項第 号（第 条第 項、第 条の 第 項及び第 条の

第 項において準用する場合を含む。）及び第 項、第 条第 項及び第 項（第 条において

準用する場合を含む。）、第 条第 項及び第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、

第 条第 項第 号、第 条第 項、第 条第 項第 号、第 条の 第 項及び第 項、第

条の 第 項及び第 項、第 条の 第 項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規

定を第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第 条第 項第 号、第 項及び第

項第 号（これらの規定を第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条第 項第

号及び第 号、第 項並びに第 項第 号（これらの規定を第 条第 項において準用する場合

を含む。）、第 条第 項から第 項まで並びに第 条の厚生労働省令の制定又は改正の立案

をしようとするとき、第 条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重

要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければな

らない。

（権限の委任）

第 条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。

（厚生労働省令への委任）

第 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生

労働省令で定める。

（船員に関する特例）

第 条 第 章、第 章、第 条の から第 条まで及び第 条から第 条までの規定は、船

員職業安定法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する船員になろうとする者及び船員
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法（昭和 年法律第 号）の適用を受ける船員（次項において「船員等」という。）に関して

は、適用しない。

２ 船員等に関しては、第 条第 号及び第 号から第 号まで、第 条第 項、第 項第 号、

第 項第 号及び第 項、第 条第 項第 号（第 条第 項、第 条の 第 項及び第

条の 第 項において準用する場合を含む。）及び第 項、第 条（第 条において準用する場

合を含む。）、第 条第 項及び第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第

条第 項第 号及び第 項、第 条の 第 項、第 条第 項、第 条第 項、第 条第

項第 号及び第 項、第 条の 第 項から第 項まで、第 条の 第 項から第 項まで、

第 条第 項第 号及び第 号、第 項、第 項並びに第 項第 号（これらの規定を第 条

第 項において準用する場合を含む。）並びに第 条第 項、第 条第 項、第 条第 項第

号及び第 項、第 条第 項から第 項まで、第 条、第 条、第 条、第 条並びに前

条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第 条第 項中「労働基準法（昭和

年法律第 号）第 条第 項の規定により休業した」とあるのは「船員法（昭和 年法律第

号）第 条第 項の規定により作業に従事しなかった」と、第 条第 項第 号、第 条

第 項第 号及び第 条第 項第 号中「労働基準法第 条第 項若しくは第 項の規定によ

り休業する」とあるのは「船員法第 条第 項若しくは第 項の規定により作業に従事しない」

と、第 条の 第 項中「労働基準法第 条第 項又は第 項の規定により休業した」とあるの

は「船員法第 条第 項又は第 項の規定により作業に従事しなかった」と、第 条第 項中

「労働基準法第 条の の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に

乗り組ませること」と、同項及び第 条第 項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間

航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項中「労働基準法第 条の規定による年次有給休

暇」とあるのは「船員法第 条から第 条までの規定による有給休暇」と、同項第 号中「制

度、第 条の の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第 条

及び第 条から第 条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第

条の 中「第 章から第 章まで」とあるのは「第 章から第 章まで、第 章」と、第 条の

中「から第 条の まで」とあるのは「、第 条の 及び第 条第 項」と、第 条の

第 項、第 条の 第 項及び第 条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運

輸監理部長を含む。）」と、同項中「第 条第 項の紛争調整委員会」とあるのは「第 条第

項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第 条の 中「第

条の 第 項、第 条の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第

条の 、第 条第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 」と

あるのは「第 条の 第 項」と、第 条中「第 条の 第 項及び第 項、第 条の 第

項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規定を第 条の 第 項において準用する場合

を含む。）、第 条第 項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規定を第 条第 項に

おいて準用する場合を含む。）」とあるのは「第 条の 第 項及び第 項」と、「労働政策審

議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。

３ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第 条第 項 、第

条から第 条まで並びに第 条第 項及び第 項の規定は、前項の規定により読み替えられた

第 条の 第 項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合にお

いて、同法第 条第 項、第 条から第 条まで及び第 条中「委員会は」とあるのは「調

停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇

用される労働者その他の参考人」と、同法第 条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」と

あるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局

（運輸監理部を含む。）」と、同法第 条第 項中「第 条第 項」とあるのは「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 条の 第 項」と、同法第
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な協力を求めることができる。

３ 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることがで

きる。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

（公表）

第 条の 厚生労働大臣は、第 条第 項（第 条第 項、第 条の 第 項及び第 条の

第 項において準用する場合を含む。）、第 条（第 条、第 条の 及び第 条の にお

いて準用する場合を含む。）、第 条第 項、第 条の 第 項、 条の 第 項、第 条

の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第

項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第 項（第 条第

項において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条第 項から第 項まで、第 条の 、

第 条、第 条又は第 条の 第 項（第 条の 第 項において準用する場合を含む。）

の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受

けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

（労働政策審議会への諮問）

第 条 厚生労働大臣は、第 条第 号及び第 号から第 号まで、第 条第 項、第 項第

号及び第 項第 号、第 条第 項第 号（第 条第 項、第 条の 第 項及び第 条の

第 項において準用する場合を含む。）及び第 項、第 条第 項及び第 項（第 条において

準用する場合を含む。）、第 条第 項及び第 項（第 条第 項において準用する場合を含む。）、

第 条第 項第 号、第 条第 項、第 条第 項第 号、第 条の 第 項及び第 項、第

条の 第 項及び第 項、第 条の 第 項第 号、第 項及び第 項第 号（これらの規

定を第 条の 第 項において準用する場合を含む。）、第 条第 項第 号、第 項及び第

項第 号（これらの規定を第 条第 項において準用する場合を含む。）、第 条第 項第

号及び第 号、第 項並びに第 項第 号（これらの規定を第 条第 項において準用する場合

を含む。）、第 条第 項から第 項まで並びに第 条の厚生労働省令の制定又は改正の立案

をしようとするとき、第 条の指針を策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重

要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければな

らない。

（権限の委任）

第 条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部

を都道府県労働局長に委任することができる。

（厚生労働省令への委任）

第 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生

労働省令で定める。

（船員に関する特例）

第 条 第 章、第 章、第 条の から第 条まで及び第 条から第 条までの規定は、船

員職業安定法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する船員になろうとする者及び船員
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「同法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替

えるものとする。

７ 行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条の 第 項において準用する第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項において読み替えて準用す

る第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）であって小学校就学の始期

に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負

傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第

条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。

８ 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 日（同項に規定する

職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 人以上の場合にあっては、 日）を限度

とするものとする。

９ 第 項の規定による休暇は、 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省

令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することができる。

行政執行法人の長は、第 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければな

らない。

第 項から前項までの規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の

第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第

項において準用する第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項に

おいて読み替えて準用する第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）に

ついて準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とある

のは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職員

については、市町村の教育委員会第 項において同じ。）」と、第 項中「行政執行法人の」

とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるの

は「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあ

るのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるもの

とする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条の 第 項において準用する第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項において読み替えて準用す

る第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員の勤務する行

政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第 条の 第 項の厚

生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 日（要介護家族が

人以上の場合にあっては、 日）とする。

第 項の規定による休暇は、 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省

令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することができる。
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条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第

条第 項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律第 条の 第 項」と読み替えるものとする。

（公務員に関する特例）

第 条 第 章から第 章まで、第 条、前章､第 条、第 条、第 条、第 条の 、前条、

次条から第 条まで及び第 条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

２ 国家公務員及び地方公務員に関しては、第 条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者

（第 条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。）」と、第 条第 項中「対象労働者等」

とあるのは「対象労働者等（第 条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）」とする。

３ 独立行政法人通則法（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する行政執行法人（以下こ

の条において「行政執行法人」という。）の職員（国家公務員法（昭和 年法律第 号）第

条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員

にあっては、第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれ

にも該当するものに限る。）は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職

員の配偶者、父母若しくは子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）

又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第 条第 号の厚

生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下この条において「要

介護家族」という。）の介護をするため、休業をすることができる。

４ 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員

の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

回を超えず、かつ、合算して 日を超えない範囲内で指定する期間（第 項において「指定

期間」という。）内において必要と認められる期間とする。

５ 行政執行法人の長は、第 項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間

を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第 条の 第 項に規定する

短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第 項の規定によ

る休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者とし

て厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

６ 前 項の規定は、地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する職員（同法

第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに

限る。）について準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の

長」とあるのは「地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する任命権者又

はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）

第 条第 項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第 項に

おいて同じ。）」と、第 項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に

規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政

執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受け

た者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第 条の 第 項

に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは
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「同法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と読み替

えるものとする。

７ 行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条の 第 項において準用する第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項において読み替えて準用す

る第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）であって小学校就学の始期

に達するまでの子を養育するものは、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、負

傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第

条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話を行うため、休暇を取得することができる。

８ 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 日（同項に規定する

職員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 人以上の場合にあっては、 日）を限度

とするものとする。

９ 第 項の規定による休暇は、 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省

令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することができる。

行政執行法人の長は、第 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければな

らない。

第 項から前項までの規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の

第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第

項において準用する第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項に

おいて読み替えて準用する第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）に

ついて準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とある

のは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職員

については、市町村の教育委員会第 項において同じ。）」と、第 項中「行政執行法人の」

とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあるの

は「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」とあ

るのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替えるもの

とする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条の 第 項において準用する第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項において読み替えて準用す

る第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員の勤務する行

政執行法人の長の承認を受けて、当該職員の要介護家族の介護その他の第 条の 第 項の厚

生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。

前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において 日（要介護家族が

人以上の場合にあっては、 日）とする。

第 項の規定による休暇は、 日の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省

令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得することができる。
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条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第

条第 項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律第 条の 第 項」と読み替えるものとする。

（公務員に関する特例）

第 条 第 章から第 章まで、第 条、前章､第 条、第 条、第 条、第 条の 、前条、

次条から第 条まで及び第 条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

２ 国家公務員及び地方公務員に関しては、第 条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者

（第 条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。）」と、第 条第 項中「対象労働者等」

とあるのは「対象労働者等（第 条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。）」とする。

３ 独立行政法人通則法（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する行政執行法人（以下こ

の条において「行政執行法人」という。）の職員（国家公務員法（昭和 年法律第 号）第

条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員

にあっては、第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれ

にも該当するものに限る。）は、当該職員の勤務する行政執行法人の長の承認を受けて、当該職

員の配偶者、父母若しくは子（これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。）

又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第 条第 号の厚

生労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下この条において「要

介護家族」という。）の介護をするため、休業をすることができる。

４ 前項の規定により休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、同項に規定する職員

の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

回を超えず、かつ、合算して 日を超えない範囲内で指定する期間（第 項において「指定

期間」という。）内において必要と認められる期間とする。

５ 行政執行法人の長は、第 項の規定による休業の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障があると認められる日又は時間

を除き、これを承認しなければならない。ただし、国家公務員法第 条の 第 項に規定する

短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員のうち、第 項の規定によ

る休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者とし

て厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。

６ 前 項の規定は、地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する職員（同法

第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第

条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに

限る。）について準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の

長」とあるのは「地方公務員法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する任命権者又

はその委任を受けた者（地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）

第 条第 項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。次項及び第 項に

おいて同じ。）」と、第 項中「行政執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に

規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「行政

執行法人の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受け

た者」と、「業務」とあるのは「公務」と、同項ただし書中「国家公務員法第 条の 第 項

に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」とあるのは
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行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第 条第 項本文の規定に

より同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就

学の始期に達するまでの子を養育するもの（第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項

各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で業務の運

営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間（第 条第 項に規定する制限時

間をいう。第 項において同じ。）を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認し

なければならない。

前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。こ

の場合において、同項中「第 条第 項の」とあるのは「第 条第 項において準用する第

条第 項の」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項各号」

と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第 条第 項

に規定する職員について労働基準法第 条第 項本文の規定により同項に規定する労働時間を

延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するもの（第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないも

のに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、

その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければな

らない。

前項の規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員であって要介護家族を介護するもの

について準用する。この場合において、前項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項に

おいて準用する第 条第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する

第 条第 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読

み替えるものとする。

行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該特定独立行政法人の

職員であって第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないも

のが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、

深夜（同項に規定する深夜をいう。第 項において同じ。）において勤務しないことを承認し

なければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合におい

て、同項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項」と、

「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項各号」と、「当該子を

養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期

に達するまでの子を養育する同法第 条第 項に規定する職員であって第 条第 項の規定を

適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求し

た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認

しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 条第 項に規定する職員について準用

する。この場合において、前項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項において準用す

る第 条第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第
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行政執行法人の長は、第 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければな

らない。

第 項から前項までの規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の

第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第

項において準用する第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項に

おいて読み替えて準用する第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）に

ついて準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあ

るのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職

員については、市町村の教育委員会。第 項において同じ。）」と、第 項中「行政執行法人

の」とあるのは「地方公務員法第 条第１項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあ

るのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」

とあるのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替える

ものとする。

行政執行法人の長は、 歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員（国家公務員法第

条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員

にあっては、第 条の 第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しな

いものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと

認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならな

い。

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合におい

て、同項中「第 条の 第 項」とあるのは「第 条の 第 項において準用する第 条の

第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条の 第 項において準用する第 条の 第 項

各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものと

する。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職員につ

いては、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。）は、 歳に満たない子を養育する地

方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を

占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第 項の規定を適用するとしたならば同

項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、

公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないこ

とを承認しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 条第 項に規定する職員について準用

する。この場合において、前項中「第 条の 第 項」とあるのは「第 条の 第 項におい

て準用する第 条の 第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条の 第 項において準用

する第 条の 第 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護す

る」と読み替えるものとする。

－ 162 －

育児・介護_あらまし_本文.indd   162 2017/08/09   17:45:13



- 163 - 

行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第 条第 項本文の規定に

より同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該職員であって小学校就

学の始期に達するまでの子を養育するもの（第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項

各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で業務の運

営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間（第 条第 項に規定する制限時

間をいう。第 項において同じ。）を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認し

なければならない。

前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。こ

の場合において、同項中「第 条第 項の」とあるのは「第 条第 項において準用する第

条第 項の」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項各号」

と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第 条第 項

に規定する職員について労働基準法第 条第 項本文の規定により同項に規定する労働時間を

延長することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するもの（第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないも

のに限る。）が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、

その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければな

らない。

前項の規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員であって要介護家族を介護するもの

について準用する。この場合において、前項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項に

おいて準用する第 条第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する

第 条第 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読

み替えるものとする。

行政執行法人の長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該特定独立行政法人の

職員であって第 条第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないも

のが当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、

深夜（同項に規定する深夜をいう。第 項において同じ。）において勤務しないことを承認し

なければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合におい

て、同項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項」と、

「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第 項各号」と、「当該子を

養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、小学校就学の始期

に達するまでの子を養育する同法第 条第 項に規定する職員であって第 条第 項の規定を

適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求し

た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認

しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 条第 項に規定する職員について準用

する。この場合において、前項中「第 条第 項」とあるのは「第 条第 項において準用す

る第 条第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条第 項において準用する第 条第
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行政執行法人の長は、第 項の規定による休暇の承認を受けようとする職員からその承認の請

求があったときは、業務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければな

らない。

第 項から前項までの規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の

第 項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第

項において準用する第 条第 項ただし書の規定を適用するとしたならば第 条の 第 項に

おいて読み替えて準用する第 条第 項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）に

ついて準用する。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあ

るのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職

員については、市町村の教育委員会。第 項において同じ。）」と、第 項中「行政執行法人

の」とあるのは「地方公務員法第 条第１項に規定する」と、前項中「行政執行法人の長」とあ

るのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「職員」

とあるのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読み替える

ものとする。

行政執行法人の長は、 歳に満たない子を養育する当該行政執行法人の職員（国家公務員法第

条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員

にあっては、第 条の 第 項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しな

いものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと

認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならな

い。

前項の規定は、要介護家族を介護する行政執行法人の職員について準用する。この場合におい

て、同項中「第 条の 第 項」とあるのは「第 条の 第 項において準用する第 条の

第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条の 第 項において準用する第 条の 第 項

各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものと

する。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する県費負担教職員につ

いては、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。）は、 歳に満たない子を養育する地

方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の職を

占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条の 第 項の規定を適用するとしたならば同

項各号のいずれにも該当しないものに限る。）が当該子を養育するために請求した場合において、

公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないこ

とを承認しなければならない。

前項の規定は、要介護家族を介護する地方公務員法第 条第 項に規定する職員について準用

する。この場合において、前項中「第 条の 第 項」とあるのは「第 条の 第 項におい

て準用する第 条の 第 項」と、「同項各号」とあるのは「第 条の 第 項において準用

する第 条の 第 項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護す

る」と読み替えるものとする。
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者

三 第 条第 項において準用する職業安定法第 条又は第 条の規定に違反した者

第 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 万円以下の罰金に処する。

一 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は第 条第 項において準用する同法第 条第 項の規定による立入

り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者

二 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定に違反して秘密を漏らした

者

第 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、前 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各

本条の罰金刑を科する。

第 条 第 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、 万円以下の過料に処す

る。

（附則 略）

附則（平成 年法律第 号）

第 1 条 この法律は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
一・二 （略） 
三 第 2 条中雇用保険法第 61 条の 4 第 1 項の改正規定及び第 7 条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定並びに附則第 15 条、第 16 条及び第 23 条から第 25 条までの規定 平成 29 年 10 月 1 日 
四・五 （略） 

 
（育児休業の申出に係る施行前の準備） 
第 11 条 附則第 1 条第 3 号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第 3 号施行日」という。）

以後において第 7 条の規定による改正後の育児・介護休業法（以下この条及び次条第 2 項におい

て「新育児・介護休業法」という。）第 5 条第 4 項の規定による育児休業（育児・介護休業法第

2 条第 1 号に規定する育児休業をいう。次条第 2 項において同じ。）をするため新育児・介護休

業法第 5 条第 4 項の規定による申出をしようとする労働者は、第 3 号施行日前においても、同項

及び同条第 6 項の規定の例により、当該申出をすることができる。 
２ 厚生労働大臣は、新育児・介護休業法第 5 条第 4 項第 2 号の厚生労働省令を定めようとすると

きは、第 3 号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。  
 
（検討） 
第 12 条 （略） 
２ 政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状況、保育

の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における
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項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるもの

とする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条第 項ただし書の規定を適用する

としたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員の勤務する

行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、 日の勤務時間の一部につき

勤務しないことができる。

前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を

必要とする一の継続する状態ごとに、連続する 年の期間（当該要介護家族に係る指定期間と重

複する期間を除く。）内において 日につき 時間を超えない範囲内で必要と認められる時間と

する。

行政執行法人の長は、第 項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があ

ったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これ

を承認しなければならない。

前 項の規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の 第 項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条第 項ただし書の規定を

適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）について準用す

る。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方

公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人

の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、

「職員」とあるのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読

み替えるものとする。

行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育

児休業等に関する法律第 条第 項の規定による育児休業、第 項の規定による休業その他の子

の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員

の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行わ

れる同法第 条第 項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第

項の規定による育児休業、第 項において準用する第 項の規定による休業その他の子の養育又

は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環

境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

第 章 罰則

第 条 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、 年以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

第 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 月以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

一 第 条第 項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による指示に従わなかった

－ 164 －

育児・介護_あらまし_本文.indd   164 2017/08/09   17:45:15



- 165 - 

者

三 第 条第 項において準用する職業安定法第 条又は第 条の規定に違反した者

第 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 万円以下の罰金に処する。

一 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は第 条第 項において準用する同法第 条第 項の規定による立入

り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者

二 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定に違反して秘密を漏らした

者

第 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、前 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各

本条の罰金刑を科する。

第 条 第 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、 万円以下の過料に処す

る。

（附則 略）

附則（平成 年法律第 号）

第 1 条 この法律は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
一・二 （略） 
三 第 2 条中雇用保険法第 61 条の 4 第 1 項の改正規定及び第 7 条（次号に掲げる規定を除く。）

の規定並びに附則第 15 条、第 16 条及び第 23 条から第 25 条までの規定 平成 29 年 10 月 1 日 
四・五 （略） 

 
（育児休業の申出に係る施行前の準備） 
第 11 条 附則第 1 条第 3 号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「第 3 号施行日」という。）

以後において第 7 条の規定による改正後の育児・介護休業法（以下この条及び次条第 2 項におい

て「新育児・介護休業法」という。）第 5 条第 4 項の規定による育児休業（育児・介護休業法第

2 条第 1 号に規定する育児休業をいう。次条第 2 項において同じ。）をするため新育児・介護休

業法第 5 条第 4 項の規定による申出をしようとする労働者は、第 3 号施行日前においても、同項

及び同条第 6 項の規定の例により、当該申出をすることができる。 
２ 厚生労働大臣は、新育児・介護休業法第 5 条第 4 項第 2 号の厚生労働省令を定めようとすると

きは、第 3 号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。  
 
（検討） 
第 12 条 （略） 
２ 政府は、この法律の施行後 5 年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状況、保育

の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における
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項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるもの

とする。

行政執行法人の職員（国家公務員法第 条の 第 項に規定する短時間勤務の官職を占める者

以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第 条第 項ただし書の規定を適用する

としたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）は、当該職員の勤務する

行政執行法人の長の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、 日の勤務時間の一部につき

勤務しないことができる。

前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を

必要とする一の継続する状態ごとに、連続する 年の期間（当該要介護家族に係る指定期間と重

複する期間を除く。）内において 日につき 時間を超えない範囲内で必要と認められる時間と

する。

行政執行法人の長は、第 項の規定による承認を受けようとする職員からその承認の請求があ

ったときは、当該請求に係る時間のうち業務の運営に支障があると認められる時間を除き、これ

を承認しなければならない。

前 項の規定は、地方公務員法第 条第 項に規定する職員（同法第 条の 第 項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第 条第 項ただし書の規定を

適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。）について準用す

る。この場合において、第 項中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあるのは「地方

公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、前項中「行政執行法人

の長」とあるのは「地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、

「職員」とあるのは「同法第 条第 項に規定する職員」と、「業務」とあるのは「公務」と読

み替えるものとする。

行政執行法人の長は、職場において行われる当該行政執行法人の職員に対する国家公務員の育

児休業等に関する法律第 条第 項の規定による育児休業、第 項の規定による休業その他の子

の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員

の勤務環境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

地方公務員法第 条第 項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、職場において行わ

れる同法第 条第 項に規定する職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第

項の規定による育児休業、第 項において準用する第 項の規定による休業その他の子の養育又

は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該職員の勤務環

境が害されることのないよう、当該職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の

整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

第 章 罰則

第 条 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、 年以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

第 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 月以下の懲役又は 万円以下の罰金に処する。

一 第 条第 項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

二 第 条第 項において準用する職業安定法第 条第 項の規定による指示に従わなかった
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（参考）
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第９条の２第１項による読替後の同法の規定

※ 下線部は、法第９条の２第１項による読替後の規定

（育児休業の申出）
第 条 労働者は、その養育する 歳に満たない子（第 条の 第 項の規定により読み替えて適

用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、 歳 か月に満たない子）について、
その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用さ
れる者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一・二 （略）

２ （略）
３ 労働者は、その養育する 歳から 歳 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただ
し、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の 歳到達日（当該配偶者が第 条
の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第
条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日

とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）
において育児休業をしているものにあっては、第 項各号のいずれにも該当するものに限り、当
該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者が当該子の 歳到達日（当該労働者が第 条の 第

項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第
条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日
とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた
日）において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日（当該配
偶者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る
第 条第 項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する
育児休業終了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業
終了予定日とされた日）において育児休業をしている場合

二 略
４・５ （略）
６ 第 項及び前項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定め

るところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育
児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明
らかにして、しなければならない。この場合において、前項の規定による申出にあっては、当該
申出に係る子の 歳到達日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が第 条の 第 項の規定
により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当
該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日（当該労働者に
係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なる
ときは、そのいずれかの日））の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。

７ （略）

（育児休業期間）
第 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児

休業期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第
条第 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育

児休業終了予定日とされた日。次項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
において同じ。）（当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日か
ら起算して育児休業等可能日数（当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の 歳到達日ま
での日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法
第 条第 項又は第 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算
した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。
次項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において同じ。）までの間と
する。

- 166 - 

就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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（参考）
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第９条の２第１項による読替後の同法の規定

※ 下線部は、法第９条の２第１項による読替後の規定

（育児休業の申出）
第 条 労働者は、その養育する 歳に満たない子（第 条の 第 項の規定により読み替えて適

用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、 歳 か月に満たない子）について、
その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用さ
れる者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一・二 （略）

２ （略）
３ 労働者は、その養育する 歳から 歳 か月に達するまでの子について、次の各号のいずれに

も該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただ
し、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の 歳到達日（当該配偶者が第 条
の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第
条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日

とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日）
において育児休業をしているものにあっては、第 項各号のいずれにも該当するものに限り、当
該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者が当該子の 歳到達日（当該労働者が第 条の 第

項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第
条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日
とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた
日）において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の 歳到達日（当該配
偶者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る
第 条第 項（第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する
育児休業終了予定日とされた日が当該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業
終了予定日とされた日）において育児休業をしている場合

二 略
４・５ （略）
６ 第 項及び前項の規定による申出（以下「育児休業申出」という。）は、厚生労働省令で定め

るところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日（以下「育
児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）とする日を明
らかにして、しなければならない。この場合において、前項の規定による申出にあっては、当該
申出に係る子の 歳到達日（当該子を養育する労働者又はその配偶者が第 条の 第 項の規定
により読み替えて適用する第 項の規定によりした申出に係る第 条第 項（第 条の 第 項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する育児休業終了予定日とされた日が当
該子の 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日（当該労働者に
係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なる
ときは、そのいずれかの日））の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。

７ （略）

（育児休業期間）
第 条 育児休業申出をした労働者がその期間中は育児休業をすることができる期間（以下「育児

休業期間」という。）は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日（第
条第 項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育

児休業終了予定日とされた日。次項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
において同じ。）（当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日か
ら起算して育児休業等可能日数（当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の 歳到達日ま
での日数をいう。）から育児休業等取得日数（当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法
第 条第 項又は第 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算
した日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。
次項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）において同じ。）までの間と
する。

- 166 - 

就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。  
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（抄）

（平成３年労働省令第 号）

※下線部は平成 年 月１日施行

目次

第 章 総則（第 条―第 条）

第 章 育児休業（第 条―第 条）

第 章 介護休業（第 条―第 条）

第 章 子の看護休暇（第 条―第 条）

第 章 介護休暇（第 条―第 条）

第 章 所定外労働の制限（第 条―第 条）

第 章 時間外労働の制限（第 条―第 条）

第 章 深夜業の制限（第 条―第 条）

第 章 事業主が講ずべき措置（第 条―第 条）

第 章 紛争の解決（第 条）

第 章 雑則（第 条―第 条）

附則

第 章 総則

（法第 条第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 年法律

第 号。以下「法」という。）第 条第 号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児

童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、同法第 条の 第 号に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）とし

て当該児童を委託することができない労働者とする。

２ 法第 条第 号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第 条

の 第 号の規定による養育里親に同法第 条第 項第 号の規定により委託されている者とす

る。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定める期間）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定める期間は、 週間以上の期間とする。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定める親族）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族（同条第 号の対象家族（以

下「対象家族」という。）を除く。）とする。

- 168 - 

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわら
ず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。
一 （略）
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が 歳（次条第 項の

規定により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出により育児休業をしている場合
にあっては 歳 か月、同条第 項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、 歳 か月）に達したこと。

三 （略）
３ 略

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置）
第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に
準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 その 歳（当該労働者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 条第１項の

規定により申出をすることができる場合にあっては 歳 か月、当該労働者が第 条第 項の
規定による申出をすることができる場合にあっては、 歳 か月。次号において同じ。）に満
たない子を養育する労働者（第 条第 項に規定する労働者を除く。次号において同じ。）で
育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置

二・三 （略）
２ （略）
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（抄）

（平成３年労働省令第 号）

※下線部は平成 年 月１日施行

目次

第 章 総則（第 条―第 条）

第 章 育児休業（第 条―第 条）

第 章 介護休業（第 条―第 条）

第 章 子の看護休暇（第 条―第 条）

第 章 介護休暇（第 条―第 条）

第 章 所定外労働の制限（第 条―第 条）

第 章 時間外労働の制限（第 条―第 条）

第 章 深夜業の制限（第 条―第 条）

第 章 事業主が講ずべき措置（第 条―第 条）

第 章 紛争の解決（第 条）

第 章 雑則（第 条―第 条）

附則

第 章 総則

（法第 条第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 年法律

第 号。以下「法」という。）第 条第 号の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児

童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第 項に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、同法第 条の 第 号に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）とし

て当該児童を委託することができない労働者とする。

２ 法第 条第 号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第 条

の 第 号の規定による養育里親に同法第 条第 項第 号の規定により委託されている者とす

る。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定める期間）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定める期間は、 週間以上の期間とする。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

（法第 条第 号の厚生労働省令で定める親族）

第 条 法第 条第 号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族（同条第 号の対象家族（以

下「対象家族」という。）を除く。）とする。
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２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわら
ず、当該事情が生じた日（第 号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日）に終了する。
一 （略）
二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が 歳（次条第 項の

規定により読み替えて適用する第 条第 項の規定による申出により育児休業をしている場合
にあっては 歳 か月、同条第 項（次条第 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては、 歳 か月）に達したこと。

三 （略）
３ 略

（小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置）
第 条 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育す

る労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に
準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 その 歳（当該労働者が第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する第 条第１項の

規定により申出をすることができる場合にあっては 歳 か月、当該労働者が第 条第 項の
規定による申出をすることができる場合にあっては、 歳 か月。次号において同じ。）に満
たない子を養育する労働者（第 条第 項に規定する労働者を除く。次号において同じ。）で
育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置

二・三 （略）
２ （略）
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その実施が行われないとき。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当該子が 歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

二 常態として法第 条第 項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であ

って当該子が 歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったも

のが次のいずれかに該当した場合

イ 死亡したとき。

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第 条第 項の申出に係る子を養育

することが困難な状態になったとき。

ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第 条第 項の申出に係る子の養育を行って

いる当該子の親である配偶者が法第 条第 項の申出に係る子と同居しないこととなったと

き。

ニ 週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定であるか又は産後 週

間を経過しないとき。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合）

第 条の 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合について準用する。

この場合において、同条中「 歳に達する日」とあるのは「 歳 か月に達する日」と読み替える

ものとする。

（育児休業申出の方法等）

第 条 法第 条第 項の育児休業申出（以下「育児休業申出」という。）は、次に掲げる事項（同

条第 項に規定する場合にあっては、第 号、第 号及び第 号に掲げる事項に限る。）を事業

主に申し出ることによって行わなければならない。

一 育児休業申出の年月日

二 育児休業申出をする労働者の氏名

三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（育児休業申出に係る

子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出

産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第 条の 第 項

の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第 条第

項第 号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第 条第 項に該当する場

合（以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。）にあっては、その事実。）

四 育児休業申出に係る期間の初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育

児休業終了予定日」という。）とする日

五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって 歳に満たないも

のを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄（特別養子縁組

の請求等の場合にあっては、その事実。）
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第 章 育児休業

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項の申出をした労働者について労働基準法（昭和 年法律第 号）第 条第

項又は第 項の規定により休業する期間（以下「産前産後休業期間」という。）が始まった

ことにより法第 条第 項の育児休業期間（以下「育児休業期間」という。）が終了した場合

であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期

間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

二 法第 条第 項の申出をした労働者について新たな育児休業期間（以下この号において「新

期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が

終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至っ

たとき。

イ 死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

ハ 民法（明治 年法律第 号）第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件

が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立

しないまま児童福祉法第 条第 項第 号の規定による措置が解除されたとき。

三 法第 条第 項の申出をした労働者について法第 条第 項の介護休業期間（以下「介護休

業期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休

業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至った

とき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護

休業申出（法第 条第 項の介護休業申出をいう。以下同じ。）をした労働者との親族関係が

消滅するに至ったとき。

四 法第 条第 項の申出に係る子の親（同項の申出に係る子について民法第 条の 第 項

の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第 条第

項第 号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第 条第 項に該当する

者を含む。以下この章において同じ。）である配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が死亡したとき。

五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第 条第 項

の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

六 婚姻の解消その他の事情により第 号に規定する配偶者が法第 条第 項の申出に係る子と

同居しないこととなったとき。

七 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週間

以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

八 法第 条第 項の申出に係る子について、児童福祉法第 条第 項に規定する保育所、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 年法律第 号）

第 条第 項に規定する認定こども園又は児童福祉法第 条第 項に規定する家庭的保育事業

等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面
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その実施が行われないとき。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当該子が 歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

二 常態として法第 条第 項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であ

って当該子が 歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったも

のが次のいずれかに該当した場合

イ 死亡したとき。

ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第 条第 項の申出に係る子を養育

することが困難な状態になったとき。

ハ 婚姻の解消その他の事情により常態として法第 条第 項の申出に係る子の養育を行って

いる当該子の親である配偶者が法第 条第 項の申出に係る子と同居しないこととなったと

き。

ニ 週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定であるか又は産後 週

間を経過しないとき。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合）

第 条の 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める場合について準用する。

この場合において、同条中「 歳に達する日」とあるのは「 歳 か月に達する日」と読み替える

ものとする。

（育児休業申出の方法等）

第 条 法第 条第 項の育児休業申出（以下「育児休業申出」という。）は、次に掲げる事項（同

条第 項に規定する場合にあっては、第 号、第 号及び第 号に掲げる事項に限る。）を事業

主に申し出ることによって行わなければならない。

一 育児休業申出の年月日

二 育児休業申出をする労働者の氏名

三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（育児休業申出に係る

子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出

産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。民法第 条の 第 項

の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した場合、児童福祉法第 条第

項第 号の規定により養子縁組里親として委託されている場合又は第 条第 項に該当する場

合（以下「特別養子縁組の請求等の場合」という。）にあっては、その事実。）

四 育児休業申出に係る期間の初日（以下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育

児休業終了予定日」という。）とする日

五 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって 歳に満たないも

のを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄（特別養子縁組

の請求等の場合にあっては、その事実。）
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第 章 育児休業

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項の申出をした労働者について労働基準法（昭和 年法律第 号）第 条第

項又は第 項の規定により休業する期間（以下「産前産後休業期間」という。）が始まった

ことにより法第 条第 項の育児休業期間（以下「育児休業期間」という。）が終了した場合

であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期

間が終了する日までに、当該子の全てが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

イ 死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

二 法第 条第 項の申出をした労働者について新たな育児休業期間（以下この号において「新

期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が

終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至っ

たとき。

イ 死亡したとき。

ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

ハ 民法（明治 年法律第 号）第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件

が終了したとき（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立

しないまま児童福祉法第 条第 項第 号の規定による措置が解除されたとき。

三 法第 条第 項の申出をした労働者について法第 条第 項の介護休業期間（以下「介護休

業期間」という。）が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休

業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至った

とき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護

休業申出（法第 条第 項の介護休業申出をいう。以下同じ。）をした労働者との親族関係が

消滅するに至ったとき。

四 法第 条第 項の申出に係る子の親（同項の申出に係る子について民法第 条の 第 項

の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第 条第

項第 号の規定により養子縁組里親として委託されている者若しくは第 条第 項に該当する

者を含む。以下この章において同じ。）である配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）が死亡したとき。

五 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第 条第 項

の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

六 婚姻の解消その他の事情により第 号に規定する配偶者が法第 条第 項の申出に係る子と

同居しないこととなったとき。

七 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週間

以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

八 法第 条第 項の申出に係る子について、児童福祉法第 条第 項に規定する保育所、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 年法律第 号）

第 条第 項に規定する認定こども園又は児童福祉法第 条第 項に規定する家庭的保育事業

等（以下「保育所等」という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面
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していない場合にあっては、出産予定日）若しくは養子縁組の事実又は同項第 号若しくは第

号から第 号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただ

し、法第 条第 項に規定する場合は、この限りではない。

８ 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出を

した労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しな

ければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証

明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 育児休業申出があった日から起算して 年（法第 条第 項及び第 項の申出にあっては

月）以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

二 週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

（法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及

び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定めら

れた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続そ

の他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 出産予定日前に子が出生したこと。

二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難に

なったこと。

四 第 号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

五 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週

間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

六 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当面その実施が行われないとき。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算し

て 週間を経過する日とする。

（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、育児休業開始予定日とされた日（その日が育児休業申出があっ

た日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過する日）

までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによ
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六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

七 第 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

八 法第 条第 項又は同条第 項の申出をする場合にあっては、第 条各号又は第 条の の

規定により読み替えて準用する第 条各号に掲げる場合に該当する事実

九 配偶者が育児休業申出に係る子の 歳到達日（法第 条第 項に規定する 歳到達日をいう。

以下同じ。）又は 歳 か月到達日（法第 条第 項第 号に規定する 歳 か月到達日をい

う。）において育児休業をしている労働者が法第 条第 項又は同条第 項の申出をする場合

にあっては、その事実

十 第 条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

十一 第 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

十二 法第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する法第 条第 項の申出により子の

歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予

定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後で

ある事実

２ 前項の申出及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置

により受信した時に、同項第 号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係

る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければ

ならない。

一 育児休業申出を受けた旨

二 育児休業開始予定日（法第 条第 項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主

の指定する日）及び育児休業終了予定日

三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

５ 前項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、労働者が希

望する場合に限る。）により行わなければならない。

一 書面を交付する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電子メールの送信の方法（当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を

作成することができるものに限る。）

６ 前項第 号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信し

たときに、同項第 号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受

信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

７ 事業主は、第 項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、

当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生（育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生
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していない場合にあっては、出産予定日）若しくは養子縁組の事実又は同項第 号若しくは第

号から第 号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただ

し、法第 条第 項に規定する場合は、この限りではない。

８ 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出を

した労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しな

ければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証

明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 育児休業申出があった日から起算して 年（法第 条第 項及び第 項の申出にあっては

月）以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

二 週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者

（法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及

び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定めら

れた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続そ

の他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 出産予定日前に子が出生したこと。

二 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

三 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難に

なったこと。

四 第 号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

五 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週

間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

六 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当面その実施が行われないとき。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算し

て 週間を経過する日とする。

（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、育児休業開始予定日とされた日（その日が育児休業申出があっ

た日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過する日）

までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによ
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六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

七 第 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

八 法第 条第 項又は同条第 項の申出をする場合にあっては、第 条各号又は第 条の の

規定により読み替えて準用する第 条各号に掲げる場合に該当する事実

九 配偶者が育児休業申出に係る子の 歳到達日（法第 条第 項に規定する 歳到達日をいう。

以下同じ。）又は 歳 か月到達日（法第 条第 項第 号に規定する 歳 か月到達日をい

う。）において育児休業をしている労働者が法第 条第 項又は同条第 項の申出をする場合

にあっては、その事実

十 第 条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実

十一 第 条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実

十二 法第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する法第 条第 項の申出により子の

歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予

定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後で

ある事実

２ 前項の申出及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置

により受信した時に、同項第 号の方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係

る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければ

ならない。

一 育児休業申出を受けた旨

二 育児休業開始予定日（法第 条第 項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主

の指定する日）及び育児休業終了予定日

三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

５ 前項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、労働者が希

望する場合に限る。）により行わなければならない。

一 書面を交付する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電子メールの送信の方法（当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を

作成することができるものに限る。）

６ 前項第 号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信し

たときに、同項第 号の方法により行われた通知は、労働者の使用に係る通信端末機器により受

信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

７ 事業主は、第 項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、

当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生（育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生
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（育児休業申出の撤回）

第 条 法第 条第 項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ること

によって行わなければならない。

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号及び第 号を除く。）までの規定は、前項の撤回につ

いて準用する。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に

係る子を養育することが困難な状態になったこと。

三 婚姻の解消その他の事情により第 号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しな

いこととなったこと。

四 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週

間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

五 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当面その実施が行われないとき。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の死亡

二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働

者と当該子とが同居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条第

項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育

児休業申出に係る子が 歳（法第 条第 項の申出に係る子にあっては、 歳 か月、同条第

項の申出に係る子にあっては、 歳）に達するまでの間、当該子を養育することができない状

態になったこと。

六 法第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する法第 条第 項の申出により子の 歳

到達日の翌日以後の日に育児休業する場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこ

と（当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育

児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。）

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定（第 号を除く。）は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由に

ついて準用する。
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って行われなければならない。

２ 第 条第 項及び第 項の規定は、前項の通知について準用する。

（育児休業開始予定日の変更の申出）

第 条 法第 条第 項の育児休業開始予定日の変更の申出（以下この条及び第 条において「変

更申出」という。）は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 変更申出の年月日

二 変更申出をする労働者の氏名

三 変更後の育児休業開始予定日

四 変更申出をすることとなった事由に係る事実

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号を除く。）までの規定は、変更申出について準用する。

この場合において、同条第 項第 号中「法第 条第 項」とあるのは、「法第 条第 項」と

読み替えるものとする。

３ 事業主は、第 項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める期間）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める期間は、 週間とする。

（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日（その日が変更申出が

あった日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過す

る日）までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に

交付することによって行われなければならない。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日

とされた日の 月前（法第 条第 項及び第 項の申出にあっては 週間前）の日とする。

（育児休業終了予定日の変更の申出）

第 条 法第 条第 項の育児休業終了予定日の変更の申出（以下この条において「変更申出」と

いう。）は次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 変更申出の年月日

二 変更申出をする労働者の氏名

三 変更後の育児休業終了予定日

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号を除く。）までの規定は、変更申出について準用する。

この場合において、同条第 項第 号中「育児休業開始予定日（法第 条第 項の規定により指

定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日）」とあるのは、「育児休業開始予定日」と

読み替えるものとする。
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（育児休業申出の撤回）

第 条 法第 条第 項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を事業主に申し出ること

によって行わなければならない。

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号及び第 号を除く。）までの規定は、前項の撤回につ

いて準用する。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

二 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に

係る子を養育することが困難な状態になったこと。

三 婚姻の解消その他の事情により第 号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しな

いこととなったこと。

四 法第 条第 項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、 週

間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

五 法第 条第 項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを

行っているが、当面その実施が行われないとき。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 育児休業申出に係る子の死亡

二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働

者と当該子とが同居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条第

項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育

児休業申出に係る子が 歳（法第 条第 項の申出に係る子にあっては、 歳 か月、同条第

項の申出に係る子にあっては、 歳）に達するまでの間、当該子を養育することができない状

態になったこと。

六 法第 条の 第 項の規定により読み替えて適用する法第 条第 項の申出により子の 歳

到達日の翌日以後の日に育児休業する場合において労働者の配偶者が育児休業をしていないこ

と（当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該配偶者のしている育児休業に係る育

児休業期間の初日と同じ日である場合を除く。）

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定（第 号を除く。）は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由に

ついて準用する。
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って行われなければならない。

２ 第 条第 項及び第 項の規定は、前項の通知について準用する。

（育児休業開始予定日の変更の申出）

第 条 法第 条第 項の育児休業開始予定日の変更の申出（以下この条及び第 条において「変

更申出」という。）は、次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 変更申出の年月日

二 変更申出をする労働者の氏名

三 変更後の育児休業開始予定日

四 変更申出をすることとなった事由に係る事実

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号を除く。）までの規定は、変更申出について準用する。

この場合において、同条第 項第 号中「法第 条第 項」とあるのは、「法第 条第 項」と

読み替えるものとする。

３ 事業主は、第 項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める期間）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める期間は、 週間とする。

（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日（その日が変更申出が

あった日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過す

る日）までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に

交付することによって行われなければならない。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日

とされた日の 月前（法第 条第 項及び第 項の申出にあっては 週間前）の日とする。

（育児休業終了予定日の変更の申出）

第 条 法第 条第 項の育児休業終了予定日の変更の申出（以下この条において「変更申出」と

いう。）は次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

一 変更申出の年月日

二 変更申出をする労働者の氏名

三 変更後の育児休業終了予定日

２ 第 条第 項から第 項（第 項第 号を除く。）までの規定は、変更申出について準用する。

この場合において、同条第 項第 号中「育児休業開始予定日（法第 条第 項の規定により指

定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日）」とあるのは、「育児休業開始予定日」と

読み替えるものとする。
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（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、介護休業開始予定日とされた日（その日が介護休業申出があ

った日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過する

日）までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知すること

によって行わなければならない。

２ 第 条第 項の規定は、前項の指定について準用する。

（法第 条において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出

において介護休業終了予定日とされた日の 週間前の日とする。

（介護休業終了予定日の変更の申出）

第 条 第 条の規定は、法第 条において準用する法第 条第 項の介護休業終了予定日の変

更の申出について準用する。

（介護休業申出の撤回）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項の介護休業申出の撤回について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 介護休業申出に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労

働者との親族関係の消滅

三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介

護休業申出に係る対象家族についての法第 条第 項第 号の介護休業日数が 日に達する

日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第 章 子の看護休暇

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健

康診断を受けさせることとする。

（法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。
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（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え）

第 条 法第 条の 第 項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

（略）

２ 法第 条の の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の

歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

（略）

第 章 介護休業

（介護休業申出の方法等）

第 条 介護休業申出は、次に掲げる事項（法第 条第 項に規定する場合にあっては、第 号、

第 号及び第 号に掲げる事項に限る。）を事業主に申し出ることによって行わなければならな

い。

一 介護休業申出の年月日

二 介護休業申出をする労働者の氏名

三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態（法第 条第 号の要介護状態をいう。以下同じ。）

にある事実

五 介護休業申出に係る期間の初日（以下「介護休業開始予定日」という。）及び末日（以下「介

護休業終了予定日」という。）とする日

六 介護休業申出に係る対象家族についての法第 条第 項第 号の介護休業日数

２ 第 条第 項から第 項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、

同条第 項第 号中「第 条第 項」とあるのは、「第 条第 項」と読み替えるものとする。

３ 事業主は、第 項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、

同項第 号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

ただし、法第 条第 項に規定する場合は、この限りでない。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、

次のとおりとする。

一 介護休業申出があった日から起算して 日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働

者

二 第 条第 号の労働者

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手

続等について準用する。
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（法第 条第 項の指定）

第 条 法第 条第 項の指定は、介護休業開始予定日とされた日（その日が介護休業申出があ

った日の翌日から起算して 日を経過する日後の日である場合にあっては、当該 日を経過する

日）までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業申出をした労働者に通知すること

によって行わなければならない。

２ 第 条第 項の規定は、前項の指定について準用する。

（法第 条において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める日）

第 条 法第 条において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出

において介護休業終了予定日とされた日の 週間前の日とする。

（介護休業終了予定日の変更の申出）

第 条 第 条の規定は、法第 条において準用する法第 条第 項の介護休業終了予定日の変

更の申出について準用する。

（介護休業申出の撤回）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項の介護休業申出の撤回について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 介護休業申出に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労

働者との親族関係の消滅

三 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介

護休業申出に係る対象家族についての法第 条第 項第 号の介護休業日数が 日に達する

日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

第 章 子の看護休暇

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健

康診断を受けさせることとする。

（法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。
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（同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例の読替え）

第 条 法第 条の 第 項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

（略）

２ 法第 条の の規定に基づき労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の

歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における

次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

（略）

第 章 介護休業

（介護休業申出の方法等）

第 条 介護休業申出は、次に掲げる事項（法第 条第 項に規定する場合にあっては、第 号、

第 号及び第 号に掲げる事項に限る。）を事業主に申し出ることによって行わなければならな

い。

一 介護休業申出の年月日

二 介護休業申出をする労働者の氏名

三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態（法第 条第 号の要介護状態をいう。以下同じ。）

にある事実

五 介護休業申出に係る期間の初日（以下「介護休業開始予定日」という。）及び末日（以下「介

護休業終了予定日」という。）とする日

六 介護休業申出に係る対象家族についての法第 条第 項第 号の介護休業日数

２ 第 条第 項から第 項までの規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、

同条第 項第 号中「第 条第 項」とあるのは、「第 条第 項」と読み替えるものとする。

３ 事業主は、第 項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、

同項第 号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

ただし、法第 条第 項に規定する場合は、この限りでない。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、

次のとおりとする。

一 介護休業申出があった日から起算して 日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働

者

二 第 条第 号の労働者

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手

続等について準用する。
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第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

一 対象家族の介護

二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代

行その他の対象家族の必要な世話

（法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位等）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働

時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、 年間における 日平均所定労働時間数

とし、 日の所定労働時間数又は 年間における 日平均所定労働時間数に 時間に満たない端

数がある場合は、 時間に切り上げるものとする。次項第 号において同じ。）の 分の とす

る。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、事業主は、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主と

当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組

合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表す

る者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第 号に掲げる労働者の範囲に属

する労働者について、第 号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲

二 介護休暇の取得の単位となる時間数（ 日の所定労働時間数に満たないものに限る。）

三 介護休暇 日当たりの時間数（ 日の所定労働時間数を下回らないものとする。）

（介護休暇の申出の方法等）

第 条 法第 条の 第 項の規定による申出（以下この条及び第 条において「介護休暇申出」

という。）は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければな

らない。

一 介護休暇申出をする労働者の氏名

二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

三 介護休暇を取得する年月日（法第 条の 第 項の規定により、介護休暇を 日未満の単位

で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時）

四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

２ 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第

号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるも

のは、第 条第 号の労働者とする。
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（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位等）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働

時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、 年間における 日平均所定労働時間数

とし、 日の所定労働時間数又は 年間における 日平均所定労働時間数に 時間に満たない端

数がある場合は、 時間に切り上げるものとする。次項第 号において同じ。）の 分の とす

る。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、事業主は、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業

主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働

組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表

する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第 号に掲げる労働者の範囲に

属する労働者について、第 号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範

囲

二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数（ 日の所定労働時間数に満たないものに限る。）

三 子の看護休暇 日当たりの時間数（ 日の所定労働時間数を下回らないものとする。）

（子の看護休暇の申出の方法等）

第 条 法第 条の 第 項の規定による申出（以下この条及び第 条において「看護休暇申出」

という。）は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければな

らない。

一 看護休暇申出をする労働者の氏名

二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

三 子の看護休暇を取得する年月日（法第 条の 第 項の規定により、子の看護休暇を 日未

満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時）

四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を

行う旨

２ 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるも

のは、第 条第 号の労働者とする。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が

労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定

の定めるところによる。

第 章 介護休暇

（法第 条の 第 項に厚生労働省令で定める世話）
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第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。

一 対象家族の介護

二 対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代

行その他の対象家族の必要な世話

（法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位等）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働

時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、 年間における 日平均所定労働時間数

とし、 日の所定労働時間数又は 年間における 日平均所定労働時間数に 時間に満たない端

数がある場合は、 時間に切り上げるものとする。次項第 号において同じ。）の 分の とす

る。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、事業主は、介護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業主と

当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組

合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表す

る者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第 号に掲げる労働者の範囲に属

する労働者について、第 号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で介護休暇を取得することができることとされる労働者の範囲

二 介護休暇の取得の単位となる時間数（ 日の所定労働時間数に満たないものに限る。）

三 介護休暇 日当たりの時間数（ 日の所定労働時間数を下回らないものとする。）

（介護休暇の申出の方法等）

第 条 法第 条の 第 項の規定による申出（以下この条及び第 条において「介護休暇申出」

という。）は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければな

らない。

一 介護休暇申出をする労働者の氏名

二 介護休暇申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

三 介護休暇を取得する年月日（法第 条の 第 項の規定により、介護休暇を 日未満の単位

で取得する場合にあっては、当該介護休暇の開始及び終了の年月日時）

四 介護休暇申出に係る対象家族が要介護状態にある事実

２ 事業主は、介護休暇申出があったときは、当該介護休暇申出をした労働者に対して、前項第

号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるも

のは、第 条第 号の労働者とする。
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（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位等）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働

時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、 年間における 日平均所定労働時間数

とし、 日の所定労働時間数又は 年間における 日平均所定労働時間数に 時間に満たない端

数がある場合は、 時間に切り上げるものとする。次項第 号において同じ。）の 分の とす

る。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、事業主は、子の看護休暇を取得しようとする労働者を雇用する事業

主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働

組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表

する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第 号に掲げる労働者の範囲に

属する労働者について、第 号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で子の看護休暇を取得することができることとされる労働者の範

囲

二 子の看護休暇の取得の単位となる時間数（ 日の所定労働時間数に満たないものに限る。）

三 子の看護休暇 日当たりの時間数（ 日の所定労働時間数を下回らないものとする。）

（子の看護休暇の申出の方法等）

第 条 法第 条の 第 項の規定による申出（以下この条及び第 条において「看護休暇申出」

という。）は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければな

らない。

一 看護休暇申出をする労働者の氏名

二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

三 子の看護休暇を取得する年月日（法第 条の 第 項の規定により、子の看護休暇を 日未

満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時）

四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を

行う旨

２ 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるも

のは、第 条第 号の労働者とする。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が

労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定

の定めるところによる。

第 章 介護休暇

（法第 条の 第 項に厚生労働省令で定める世話）
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三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条第

項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用す

る。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の

厚生労働省令で定めるものについて準用する。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の規定による請求は、次に掲

げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信し

た時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信

した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号及び第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由

は、次のとおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡
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（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が

労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定

の定めるところによる。

第 章 所定外労働の制限

（法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が

日以下の労働者とする。

（法第 条の 第 項の規定による請求の方法等）

第 条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予

定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条の 第 項の制限期間をいう。以下この章において同じ。）

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置によ

り受信した時に、同項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端

末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第 号に掲げる事実を証明することができる書類

の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、

当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合

において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の

提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
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三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条第

項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用す

る。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の

厚生労働省令で定めるものについて準用する。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の規定による請求は、次に掲

げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信し

た時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信

した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号及び第

号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由

は、次のとおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡
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（法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の場合の手続等）

第 条 法第 条の 第 項において準用する法第 条第 項ただし書の規定により、事業主が

労働者からの介護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定

の定めるところによる。

第 章 所定外労働の制限

（法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が

日以下の労働者とする。

（法第 条の 第 項の規定による請求の方法等）

第 条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予

定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条の 第 項の制限期間をいう。以下この章において同じ。）

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置によ

り受信した時に、同項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端

末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第 号に掲げる事実を証明することができる書類

の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、

当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合

において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の

提出を求めることができる。

（法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条の 第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
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提出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条

第 項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定めるものについて準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項

を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限時間の初日及び末日とする日

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信し

た時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により

受信した時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器によ

り受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号及び第
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二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関

係の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生

労働省令で定める事由について準用する。

第 章 時間外労働の制限

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予

定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条第 項の制限時間をいう。以下この章において同じ。）の初

日及び末日とする日

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置によ

り受信した時に、同項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端

末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第 号に掲げる事実を証明することができる書類

の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、

当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合

において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の
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提出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し

三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条

第 項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定めるものについて準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項

を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限時間の初日及び末日とする日

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信し

た時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により

受信した時に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器によ

り受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号及び第
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二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関

係の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条の 第 項において準用する法第 条の 第 項第 号の厚生

労働省令で定める事由について準用する。

第 章 時間外労働の制限

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予

定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条第 項の制限時間をいう。以下この章において同じ。）の初

日及び末日とする日

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置によ

り受信した時に、同項第 号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端

末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第 号に掲げる事実を証明することができる書類

の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、

当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合

において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の
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定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条第 項の制限期間をいう。以下この章において同じ。）の初

日及び末日とする日

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

六 第 条の者がいない事実

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信

した時に、それぞれ当該事業主に到達したものと見なす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同第 号若しくは第 号に掲げる事実を証明すること

ができる書類の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに当

該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合に

おいて、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提

出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条

第 項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定める者について準用する。この場合において、第 条中「子」とあるのは「対象家族」

と、同条第 号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替える
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号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関

係の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令

で定める事由について準用する。

第 章 深夜業の制限

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の

歳以上の同居の家族（法第 条第 号の家族をいう。）であって、次の各号のいずれにも該当

する者とする。

一 法第 条第 項の深夜（以下「深夜」という。）において就業していない者（深夜における

就業日数が 月について 日以下の者を含む。）であること。

二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状

態にある者でないこと。

三 週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定であるか又は産後 週間

を経過しない者でないこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 週間の所定労働日数が 日以下の労働者

二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

（法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって

行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予
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定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

四 請求に係る制限期間（法第 条第 項の制限期間をいう。以下この章において同じ。）の初

日及び末日とする日

五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

六 第 条の者がいない事実

２ 前項の請求及び第 項の通知は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっ

ては、事業主が適当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信

した時に、それぞれ当該事業主に到達したものと見なす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子

の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同第 号若しくは第 号に掲げる事実を証明すること

ができる書類の提出を求めることができる。

５ 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに当

該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合に

おいて、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提

出を求めることができる。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 請求に係る子の死亡

二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同

居しないこととなったこと。

四 民法第 条の 第 項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別養子縁

組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第 条

第 項第 号の規定による措置が解除されたこと。

五 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定める者について準用する。この場合において、第 条中「子」とあるのは「対象家族」

と、同条第 号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替える
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号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関

係の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令

で定める事由について準用する。

第 章 深夜業の制限

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の

歳以上の同居の家族（法第 条第 号の家族をいう。）であって、次の各号のいずれにも該当

する者とする。

一 法第 条第 項の深夜（以下「深夜」という。）において就業していない者（深夜における

就業日数が 月について 日以下の者を含む。）であること。

二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状

態にある者でないこと。

三 週間（多胎妊娠の場合にあっては、 週間）以内に出産する予定であるか又は産後 週間

を経過しない者でないこと。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 週間の所定労働日数が 日以下の労働者

二 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

（法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって

行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等（請求に係る子が当該請求の際

に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予
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第 章 事業主が講ずべき措置

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事項）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項第 号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び

法第 条第 項第 号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務

の提供の開始時期に関すること。

二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

（法第 条第 項の取扱いの明示）

第 条 法第 条第 項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、

当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付するこ

とによって行うものとする。

（法第 条第 項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条の措置）

第 条 法第 条第 項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、 日の所定労働時

間を原則として 時間とする措置を含むものとしなければならない。

２ 法第 条第 項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する

労働者に適用される次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

一 労働基準法第 条の の規定による労働時間の制度を設けること。

二 日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

を設けること。

三 労働者の 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行う

こと。

３ 法第 条第 項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、 回以上の利用をすることが

できる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第

号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、 回以上の利用が

できることを要しない。

一 法第 条第 項の労働者（以下この項において「労働者」という。）であって当該勤務に就

くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。

二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第 号又は第 号に掲げる

いずれかの制度を設けること。

三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対
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ものとする。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定めるものについて準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項

を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限期間の初日及び末日

六 第 条において準用する第 条の者がいない事実

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時

に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した

時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号、第

号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係

の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令

で定める事由について準用する。
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第 章 事業主が講ずべき措置

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事項）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第 条第 項第 号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び

法第 条第 項第 号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務

の提供の開始時期に関すること。

二 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

（法第 条第 項の取扱いの明示）

第 条 法第 条第 項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、

当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付するこ

とによって行うものとする。

（法第 条第 項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が 時間以下の労働者とする。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条の措置）

第 条 法第 条第 項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置は、 日の所定労働時

間を原則として 時間とする措置を含むものとしなければならない。

２ 法第 条第 項に規定する始業時刻変更等の措置は、当該制度の適用を受けることを希望する

労働者に適用される次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。

一 労働基準法第 条の の規定による労働時間の制度を設けること。

二 日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

を設けること。

三 労働者の 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行う

こと。

３ 法第 条第 項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、 回以上の利用をすることが

できる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第

号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、 回以上の利用が

できることを要しない。

一 法第 条第 項の労働者（以下この項において「労働者」という。）であって当該勤務に就

くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。

二 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第 号又は第 号に掲げる

いずれかの制度を設けること。

三 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対
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ものとする。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 第 条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働

省令で定めるものについて準用する。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求の方法等）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の規定による請求は、次に掲げる事項

を事業主に通知することによって行わなければならない。

一 請求の年月日

二 請求をする労働者の氏名

三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄

四 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実

五 請求に係る制限期間の初日及び末日

六 第 条において準用する第 条の者がいない事実

２ 前項の請求は、次のいずれかの方法（第 号及び第 号に掲げる場合にあっては、事業主が適

当と認める場合に限る。）によって行わなければならない。

一 書面を提出する方法

二 ファクシミリを利用して送信する方法

三 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法（労働者及び事業主

が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

３ 前項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時

に、同項第 号の方法により行われた通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した

時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

４ 事業主は、第 項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第 号、第

号及び第 号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由）

第 条 法第 条第 項において準用する法第 条第 項の厚生労働省令で定める事由は、次の

とおりとする。

一 請求に係る対象家族の死亡

二 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係

の消滅

三 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る

制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこ

と。

（法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定める事由）

第 条 前条の規定は、法第 条第 項において準用する法第 条第 項第 号の厚生労働省令

で定める事由について準用する。

－ 187 －

育児・介護_あらまし_本文.indd   187 2017/08/09   17:45:43



- 189 - 

のは「求められた者は」と、同条第 項中「法第 条第 項又は第 項」とあるのは「育児・介

護休業法第 条の において準用する法第 条第 項」と、「法第 条第 項の」とあるのは

「育児・介護休業法第 条の において準用する法第 条第 項の」と、同令第 条中「関係

当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参

考人」と、同令第 条第 項中「第 条第 項及び第 項」とあるのは「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成 年労働省令第 号）第

条の において準用する第 条第 項及び第 項」と、「第 条」とあるのは「同令第 条の

において準用する第 条」と、同令第 条第 項中「法第 条」とあるのは「育児・介護休業

法第 条の において準用する法第 条」と読み替えるものとする。

第 章 雑則

（認定の申請）

第 条 法第 条第 項第 号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、そ

の旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府

県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

（権限の委任）

第 条 法第 条第 項並びに同条第 項において準用する職業安定法（昭和 年法律第

号）第 条第 項及び第 条第 項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係

るものは、認定中小企業団体（法第 条第 項第 号に規定する認定中小企業団体をいう。以下

同じ。）の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

一 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県労働局長に委任する。

二 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当該地域における

労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。）を募集地域とする募

集（当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する

事業に係るものを除く。）であって、その地域において募集しようとする労働者の数が 人

（一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が 人以上であるときは、

人）未満のもの

（届出事項）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとす

る。

一 募集に係る事業所の名称及び所在地

二 募集時期

三 募集地域

四 法第 条第 項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る

労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数

五 募集職種及び人員

六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
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象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その

他これに準ずる制度を設けること。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条の厚生労働省令で定める制度又は措置）

第 条 法第 条の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護

に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

一 育児休業

二 介護休業

三 子の看護休暇

四 介護休暇

五 法第 条の （法第 条の 第 項において準用する場合を含む。）の規定による所定外

労働の制限の制度

六 法第 条（法第 条第 項において準用する場合を含む。）の規定による時間外労働の制

限の制度

七 法第 条（法第 条第 項において準用する場合を含む。）の規定による深夜業の制限の

制度

八 育児のための所定労働時間の短縮措置

九 法第 条第 項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置

十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

（職業家庭両立支援推進者の選任）

第 条 事業主は、法第 条の義務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認めら

れる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

第 章 紛争の解決

（準用）

第 条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和

年労働省令第 号）第 条から第 条までの規定は、法第 条の 第 項の調停の手続につい

て準用する。この場合において、同令第 条第 項中「法第 条第 項」とあるのは「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 年法律第 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 条の 第 項」と、同項並びに同令第 条（見出しを含む。）

及び第 条（見出しを含む。）中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同

令第 条中「法第 条第 項」とあるのは「育児・介護休業法第 条の 第 項」と、「事業

場」とあるのは「事業所」と、同令第 条第 項中「法第 条第 項又は第 項」とあるのは「育

児・介護休業法第 条の において準用する法第 条第 項」と、「求められた者は、機会均

等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とある
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のは「求められた者は」と、同条第 項中「法第 条第 項又は第 項」とあるのは「育児・介

護休業法第 条の において準用する法第 条第 項」と、「法第 条第 項の」とあるのは

「育児・介護休業法第 条の において準用する法第 条第 項の」と、同令第 条中「関係

当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参

考人」と、同令第 条第 項中「第 条第 項及び第 項」とあるのは「育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成 年労働省令第 号）第

条の において準用する第 条第 項及び第 項」と、「第 条」とあるのは「同令第 条の

において準用する第 条」と、同令第 条第 項中「法第 条」とあるのは「育児・介護休業

法第 条の において準用する法第 条」と読み替えるものとする。

第 章 雑則

（認定の申請）

第 条 法第 条第 項第 号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、そ

の旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府

県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

（権限の委任）

第 条 法第 条第 項並びに同条第 項において準用する職業安定法（昭和 年法律第

号）第 条第 項及び第 条第 項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係

るものは、認定中小企業団体（法第 条第 項第 号に規定する認定中小企業団体をいう。以下

同じ。）の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

一 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県労働局長に委任する。

二 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域（当該地域における

労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。）を募集地域とする募

集（当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する

事業に係るものを除く。）であって、その地域において募集しようとする労働者の数が 人

（一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が 人以上であるときは、

人）未満のもの

（届出事項）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとす

る。

一 募集に係る事業所の名称及び所在地

二 募集時期

三 募集地域

四 法第 条第 項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る

労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数

五 募集職種及び人員

六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
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象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その

他これに準ずる制度を設けること。

（法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項第 号の厚生労働省令で定めるものは、 週間の所定労働日数が 日以

下の労働者とする。

（法第 条の厚生労働省令で定める制度又は措置）

第 条 法第 条の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護

に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

一 育児休業

二 介護休業

三 子の看護休暇

四 介護休暇

五 法第 条の （法第 条の 第 項において準用する場合を含む。）の規定による所定外

労働の制限の制度

六 法第 条（法第 条第 項において準用する場合を含む。）の規定による時間外労働の制

限の制度

七 法第 条（法第 条第 項において準用する場合を含む。）の規定による深夜業の制限の

制度

八 育児のための所定労働時間の短縮措置

九 法第 条第 項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置

十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置

（職業家庭両立支援推進者の選任）

第 条 事業主は、法第 条の義務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認めら

れる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

第 章 紛争の解決

（準用）

第 条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和

年労働省令第 号）第 条から第 条までの規定は、法第 条の 第 項の調停の手続につい

て準用する。この場合において、同令第 条第 項中「法第 条第 項」とあるのは「育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 年法律第 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 条の 第 項」と、同項並びに同令第 条（見出しを含む。）

及び第 条（見出しを含む。）中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同

令第 条中「法第 条第 項」とあるのは「育児・介護休業法第 条の 第 項」と、「事業

場」とあるのは「事業所」と、同令第 条第 項中「法第 条第 項又は第 項」とあるのは「育

児・介護休業法第 条の において準用する法第 条第 項」と、「求められた者は、機会均

等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は」とある
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（法第 条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単位）

第 条 法第 条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間

数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における 日平均所定労働時間数とし、

日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

る場合は、１時間に切り上げるものとする。）次項第２号において同じ。）の２分の１とする。）

であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、法第 条第７項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用す

る行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合がある

ときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過

半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる次項を定めたときは、第１号に掲げる職員

の範囲に属する職員について、第２号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で法第 条第７項の規定による休暇を取得することができるこ

ととされる職員の範囲

二 法第 条第７項の規定による休暇の取得の単位となる時間数（１日の所定労働時間数に満た

ないものに限る。）

三 法第 条第７項の規定による休暇１日当たりの時間数（１日の所定労働時間数を下回らない

ものとする。）

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の所定労働時間が短い地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第４条第１項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単

位）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定める 日未

満の単位は、半日（ 日の所定労働時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年

間における 日平均所定労働時間数とし、 日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所

定労働時間数に１時間に満たない端数がある場合は、１時間に切り上げるものとする。）の２分

の１とする。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定める

ものは、 日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間

数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における 日平均所定労働時間数とし、

日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

る場合は、１時間に切り上げるものとする。）次項第２号において同じ。）の２分の１とする。）
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（届出の手続）

第 条 法第 条第 項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在す

る都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集（以下この

項において「自県外募集」という。）であって第 条第 号に該当するもの及び自県外募集であ

って同号に該当しないものの別に行わなければならない。

２ 法第 条第 項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所

在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が 以上ある場合には、厚生労働省組織規

則（平成 年厚生労働省令第 号）第 条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）

の長を経て、第 条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生

労働大臣に届け出なければならない。

３ 前 項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（以下、「職

業安定局長」という。）の定めるところによる。

（労働者募集報告）

第 条 法第 条第 項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従

い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の 月末日まで（当該年度の終

了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に前

条第 項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

（準用）

第 条 職業安定法施行規則（昭和 年労働省令第 号）第 条の規定は、法第 条第 項の

規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

（権限の委任）

第 条 法第 条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認め

た事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものと

する。

（法第 条第３項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第３項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。）の厚生労働省

令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

（法第 条第 項ただし書の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の厚生労働省

令で定めるものは、 週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数

以下の者とする。

（法第 条第９項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第９項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定める

ものは、 日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。
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（法第 条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単位）

第 条 法第 条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間

数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における 日平均所定労働時間数とし、

日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

る場合は、１時間に切り上げるものとする。）次項第２号において同じ。）の２分の１とする。）

であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、法第 条第７項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用す

る行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合がある

ときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の過

半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる次項を定めたときは、第１号に掲げる職員

の範囲に属する職員について、第２号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で法第 条第７項の規定による休暇を取得することができるこ

ととされる職員の範囲

二 法第 条第７項の規定による休暇の取得の単位となる時間数（１日の所定労働時間数に満た

ないものに限る。）

三 法第 条第７項の規定による休暇１日当たりの時間数（１日の所定労働時間数を下回らない

ものとする。）

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の所定労働時間が短い地方公務

員法（昭和 年法律第 号）第４条第１項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、

日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定める 日未満の単

位）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第９項の厚生労働省令で定める 日未

満の単位は、半日（ 日の所定労働時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年

間における 日平均所定労働時間数とし、 日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所

定労働時間数に１時間に満たない端数がある場合は、１時間に切り上げるものとする。）の２分

の１とする。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定める

ものは、 日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位）

第 条 法第 条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間

数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１年間における 日平均所定労働時間数とし、

日の所定労働時間数又は１年間における１日平均所定労働時間数に１時間に満たない端数があ

る場合は、１時間に切り上げるものとする。）次項第２号において同じ。）の２分の１とする。）
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（届出の手続）

第 条 法第 条第 項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在す

る都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集（以下この

項において「自県外募集」という。）であって第 条第 号に該当するもの及び自県外募集であ

って同号に該当しないものの別に行わなければならない。

２ 法第 条第 項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所

在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が 以上ある場合には、厚生労働省組織規

則（平成 年厚生労働省令第 号）第 条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）

の長を経て、第 条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生

労働大臣に届け出なければならない。

３ 前 項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（以下、「職

業安定局長」という。）の定めるところによる。

（労働者募集報告）

第 条 法第 条第 項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従

い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の 月末日まで（当該年度の終

了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に前

条第 項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

（準用）

第 条 職業安定法施行規則（昭和 年労働省令第 号）第 条の規定は、法第 条第 項の

規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

（権限の委任）

第 条 法第 条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認め

た事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものと

する。

（法第 条第３項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第３項（同条第６項において読み替えて準用する場合を含む。）の厚生労働省

令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

（法第 条第 項ただし書の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の厚生労働省

令で定めるものは、 週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数

以下の者とする。

（法第 条第９項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第９項の所定労働時間が短い行政執行法人の職員として厚生労働省令で定める

ものは、 日の所定労働時間が４時間以下の職員とする。
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夜において勤務しない制度

九 法第 条第 項の規定により 日の勤務時間の一部につき勤務しない制度

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める制度）

第 条 法第 条第 項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次の

とおりとする。

一 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第１項の規定による

育児休業

二 地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による育児短時間勤務

三 地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による部分休業

四 法第 条第６項において読み替えて準用する同条第３項の規定による休業

五 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第７項の規定による休暇

六 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の規定による休暇

七 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合は含む。）の規定により所

定労働時間を超えて勤務しない制度

八 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により制

限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

九 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により深

夜において勤務しない制度

十 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の規定により 日の勤務時間の一

部につき勤務しない制度

附則

（施行期日）

第１条 この省令は、平成 年 月 日から施行する。
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であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、法第 条第 項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用

する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があ

るときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の

過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第１号に掲げる職

員の範囲に属する職員について、第２号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で法第 条第 項の規定による休暇を取得することができるこ

ととされる職員の範囲

二 法第 条第 項の規定による休暇の取得の単位となる時間数（１日の所定労働時間数に満

たないものに限る。）

三 法第 条第 項の規定による休暇１日当たりの時間数（１日の所定労働時間数を下回らな

いものとする。）

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の所定労働時間が短い地方公

務員法第４条第１項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、 日の所定労働時間が

４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単

位）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定める 日

未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１

年間における 日平均所定労働時間数とし、 日の所定労働時間数又は１年間における１日平均

所定労働時間数に１時間に満たない端数がある場合は、１時間に切り上げるものとする。）の２

分の１とする。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める制度）

第 条 法第 条第 項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次の

とおりとする。

一 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第３条第１項の規定による

育児休業

二 国家公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による育児短時間勤務

三 法第 条第３項の規定による休業

四 法第 条第７項の規定による休暇

五 法第 条第 項の規定による休暇

六 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合は含む。）の規定により所

定労働時間を超えて勤務しない制度

七 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により制

限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

八 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により深
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夜において勤務しない制度

九 法第 条第 項の規定により 日の勤務時間の一部につき勤務しない制度

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める制度）

第 条 法第 条第 項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次の

とおりとする。

一 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第２条第１項の規定による

育児休業

二 地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による育児短時間勤務

三 地方公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による部分休業

四 法第 条第６項において読み替えて準用する同条第３項の規定による休業

五 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第７項の規定による休暇

六 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の規定による休暇

七 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合は含む。）の規定により所

定労働時間を超えて勤務しない制度

八 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により制

限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

九 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により深

夜において勤務しない制度

十 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の規定により 日の勤務時間の一

部につき勤務しない制度

附則

（施行期日）

第１条 この省令は、平成 年 月 日から施行する。
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であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、法第 条第 項の規定による休暇を取得しようとする職員を雇用

する行政執行法人の長は、当該職員が雇用される事業所の職員の過半数で組織する労働組合があ

るときはその労働組合、その事業所の職員の過半数で組織する労働組合がないときはその職員の

過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めたときは、第１号に掲げる職

員の範囲に属する職員について、第２号に掲げる時間数を半日とすることができる。

一 この項の規定による時間数で法第 条第 項の規定による休暇を取得することができるこ

ととされる職員の範囲

二 法第 条第 項の規定による休暇の取得の単位となる時間数（１日の所定労働時間数に満

たないものに限る。）

三 法第 条第 項の規定による休暇１日当たりの時間数（１日の所定労働時間数を下回らな

いものとする。）

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定めるもの）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の所定労働時間が短い地方公

務員法第４条第１項に規定する職員として厚生労働省令で定めるものは、 日の所定労働時間が

４時間以下の職員とする。

（法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定める 日未満の単

位）

第 条 法第 条第 項において読み替えて準用する同条第 項の厚生労働省令で定める 日

未満の単位は、半日（ 日の所定労働時間数（日によって所定労働時間数が異なる場合には、１

年間における 日平均所定労働時間数とし、 日の所定労働時間数又は１年間における１日平均

所定労働時間数に１時間に満たない端数がある場合は、１時間に切り上げるものとする。）の２

分の１とする。）であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

（法第 条第 項の厚生労働省令で定める制度）

第 条 法第 条第 項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次の

とおりとする。

一 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 号）第３条第１項の規定による

育児休業

二 国家公務員の育児休業等に関する法律第 条第１項の規定による育児短時間勤務

三 法第 条第３項の規定による休業

四 法第 条第７項の規定による休暇

五 法第 条第 項の規定による休暇

六 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合は含む。）の規定により所

定労働時間を超えて勤務しない制度

七 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により制

限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度

八 法第 条第 項（同条第 項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により深
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子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

（平成 年厚生労働省告示第 号）

※下線部は平成 年 月１日適用

第 趣旨

この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「法」

という。）に定める事項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職

業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置について、その適切

かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

１ 法第 条及び第 条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項

法第 条第 項及び第 条第 項に規定する期間を定めて雇用される者に該当するか否か

を判断するに当たっての事項

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのな

い契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、法第 条第 項各号及び第 条第

項各号に定める要件に該当するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基

づき雇用される労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものであるが、その

判断に当たっては、次の事項に留意すること。

イ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程においては、主に次

に掲げる項目に着目して、契約関係の実態が評価されていること。

ｲ 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についてのいわゆる正規雇用労働者との同一性

の有無等労働者の従事する業務の客観的内容

ﾛ 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格

ﾊ 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様

ﾆ 更新の有無・回数、更新の手続の厳格性の程度等更新の手続・実態

ﾎ 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況

ロ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イに掲げる項目に関し、次

の ｲ 及び ﾛ の実態がある場合には、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に

至っているものであると認められていることが多いこと。

ｲ イ ｲ に関し、業務内容が恒常的であること、及びイ ﾆ に関し、契約が更新されてい

ること。

ﾛ ｲ に加え、少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみられること。

① イ ﾊ に関し、継続雇用を期待させる事業主の言動が認められること。

② イ ﾆ に関し、更新の手続が形式的であること。

③ イ ﾎ に関し、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどないこ

と。
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子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ

るようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

（平成 年厚生労働省告示第 号）

※下線部は平成 年 月１日適用

第 趣旨

この指針は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「法」

という。）に定める事項に関し、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職

業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置について、その適切

かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

第２ 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項

１ 法第 条及び第 条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する事項

法第 条第 項及び第 条第 項に規定する期間を定めて雇用される者に該当するか否か

を判断するに当たっての事項

労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのな

い契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、法第 条第 項各号及び第 条第

項各号に定める要件に該当するか否かにかかわらず、実質的に期間の定めのない契約に基

づき雇用される労働者であるとして育児休業及び介護休業の対象となるものであるが、その

判断に当たっては、次の事項に留意すること。

イ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断の過程においては、主に次

に掲げる項目に着目して、契約関係の実態が評価されていること。

ｲ 業務内容の恒常性・臨時性、業務内容についてのいわゆる正規雇用労働者との同一性

の有無等労働者の従事する業務の客観的内容

ﾛ 地位の基幹性・臨時性等労働者の契約上の地位の性格

ﾊ 継続雇用を期待させる事業主の言動等当事者の主観的態様

ﾆ 更新の有無・回数、更新の手続の厳格性の程度等更新の手続・実態

ﾎ 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況

ロ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イに掲げる項目に関し、次

の ｲ 及び ﾛ の実態がある場合には、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に

至っているものであると認められていることが多いこと。

ｲ イ ｲ に関し、業務内容が恒常的であること、及びイ ﾆ に関し、契約が更新されてい

ること。

ﾛ ｲ に加え、少なくとも次に掲げる実態のいずれかがみられること。

① イ ﾊ に関し、継続雇用を期待させる事業主の言動が認められること。

② イ ﾆ に関し、更新の手続が形式的であること。

③ イ ﾎ に関し、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどないこ

と。
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子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするた

め、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なその子の世話を行うための休暇であること及び介護休暇は要介護状態にある

対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場

合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮す

るものとすること。

法第 条の 第 項及び第 条の 第 項の規定により、労使協定の締結により厚生労

働省令で定める 日未満の単位での子の看護休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる

「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得

することが困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があるこ

と。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当

しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するもので

はないこと。

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労

働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の子の看護休暇又は介護休

暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位で子の看護休暇又は介護休暇

を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様

々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能

となるように配慮すること。

３ 法第 条の 及び第 条の の規定による所定外労働の制限に関する事項

所定外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらか

じめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

労働者の子の養育の状況、労働者の要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤

務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するも

のとすること。

４ 法第 条及び第 条の規定による時間外労働の制限に関する事項

時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじ

め制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

５ 法第 条及び第 条の規定による深夜業の制限に関する事項

深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ

制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
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ハ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イ ｲ に関し、業務内容がい

わゆる正規雇用労働者と同一であると認められること、又は、イ ﾛ に関し、労働者の地位

の基幹性が認められることは、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至って

いるものであると認められる方向に働いているものと考えられること。

期間を定めて雇用される者が法第 条第 項各号及び第 条第 項各号に定める要件を満

たす労働者か否かの判断に当たっては、次の事項に留意すること。

イ 法第 条第 項第 号及び第 条第 項第 号の「引き続き雇用された期間が 年以上」

とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の 年間について、勤務の実態に

即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続し

ているか否かにより判断するものではないこと。

ロ 法第 条第 項第 号の「その養育する子が 歳 か月に達する日までに、その労働契

約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らか」か

否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき子が 歳

か月に達する日において、当該申出の時点で締結している労働契約が終了し、かつ、そ

の後労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであること。例

えば、育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する労働者は、原則として、労働

契約の更新がないことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいず

れかに該当する労働者であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地

位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去の契約の更新状況等から、労働契約の更

新がないことが確実であると判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取

得に係る法第 条第 項第 号の要件を満たすものと判断される場合もあること。

ｲ 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている労働者であって、当

該上限まで労働契約が更新された場合の期間の末日が子が 歳 か月に達する日以前の

日であるもの

ﾛ 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労働者であって、育児

休業申出のあった時点で締結している労働契約の期間の末日が子が 歳 か月に達する

日以前の日であるもの

ハ 法第 条第 項第 号の要件に該当するか否かについては、ロと同様に判断するもので

あること。この場合において、ロ中「子が 歳 か月に達する日」とあるのは、「介護休

業開始予定日から起算して 日を経過する日から か月を経過する日」と読み替えるもの

とすること。

その他法第 条及び第 条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する

事項

育児休業及び介護休業については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あ

らかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

２ 法第 条の の規定による子の看護休暇及び法第 条の の規定による介護休暇に関する

事項
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子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするた

め、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図

るために必要なその子の世話を行うための休暇であること及び介護休暇は要介護状態にある

対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場

合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮す

るものとすること。

法第 条の 第 項及び第 条の 第 項の規定により、労使協定の締結により厚生労

働省令で定める 日未満の単位での子の看護休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる

「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、厚生労働省令で定める 日未満の単位で取得

することが困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があるこ

と。なお、次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当

しないものではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するもので

はないこと。

イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定労

働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な業務

ロ 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、半日単位の子の看護休暇又は介護休

暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務

ハ 流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、半日単位で子の看護休暇又は介護休暇

を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務

労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様

々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能

となるように配慮すること。

３ 法第 条の 及び第 条の の規定による所定外労働の制限に関する事項

所定外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらか

じめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

労働者の子の養育の状況、労働者の要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤

務の状況等が様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するも

のとすること。

４ 法第 条及び第 条の規定による時間外労働の制限に関する事項

時間外労働の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじ

め制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

５ 法第 条及び第 条の規定による深夜業の制限に関する事項

深夜業の制限については、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ

制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。
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ハ 有期労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例においては、イ ｲ に関し、業務内容がい

わゆる正規雇用労働者と同一であると認められること、又は、イ ﾛ に関し、労働者の地位

の基幹性が認められることは、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至って

いるものであると認められる方向に働いているものと考えられること。

期間を定めて雇用される者が法第 条第 項各号及び第 条第 項各号に定める要件を満

たす労働者か否かの判断に当たっては、次の事項に留意すること。

イ 法第 条第 項第 号及び第 条第 項第 号の「引き続き雇用された期間が 年以上」

とは、育児休業申出又は介護休業申出のあった日の直前の 年間について、勤務の実態に

即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続し

ているか否かにより判断するものではないこと。

ロ 法第 条第 項第 号の「その養育する子が 歳 か月に達する日までに、その労働契

約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することが明らか」か

否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき子が 歳

か月に達する日において、当該申出の時点で締結している労働契約が終了し、かつ、そ

の後労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断するものであること。例

えば、育児休業申出のあった時点で次のいずれかに該当する労働者は、原則として、労働

契約の更新がないことが確実であると判断される場合に該当すること。ただし、次のいず

れかに該当する労働者であっても、雇用の継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地

位にある他の労働者の状況及び当該労働者の過去の契約の更新状況等から、労働契約の更

新がないことが確実であると判断される場合に該当しないものと判断され、育児休業の取

得に係る法第 条第 項第 号の要件を満たすものと判断される場合もあること。

ｲ 書面又は口頭により労働契約の更新回数の上限が明示されている労働者であって、当

該上限まで労働契約が更新された場合の期間の末日が子が 歳 か月に達する日以前の

日であるもの

ﾛ 書面又は口頭により労働契約の更新をしない旨明示されている労働者であって、育児

休業申出のあった時点で締結している労働契約の期間の末日が子が 歳 か月に達する

日以前の日であるもの

ハ 法第 条第 項第 号の要件に該当するか否かについては、ロと同様に判断するもので

あること。この場合において、ロ中「子が 歳 か月に達する日」とあるのは、「介護休

業開始予定日から起算して 日を経過する日から か月を経過する日」と読み替えるもの

とすること。

その他法第 条及び第 条の規定による労働者の育児休業申出及び介護休業申出に関する

事項

育児休業及び介護休業については、労働者がこれを容易に取得できるようにするため、あ

らかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。

２ 法第 条の の規定による子の看護休暇及び法第 条の の規定による介護休暇に関する

事項

－ 197 －

育児・介護_あらまし_本文.indd   197 2017/08/09   17:45:54



- 199 - 

イ 介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容、当該内容その他の仕事と介

護の両立支援について事業主が定めた事項、介護に係るサービスに関する情報について、

労働者が十分に情報を得ていることが重要であること。

ロ 事業主は、介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容及び介護に係るサ

ービスに関する情報に関し行政から提供される情報も活用しつつ、イの情報について労働

者に周知を行うことが望ましいこと。

ハ 事業主は、労働者からの仕事と介護の両立に関する相談への対応のための窓口をあらか

じめ定めることが望ましいこと。

９ 法第 条第 項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は同条第 項に規定す

る育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事

項

労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置

の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように

配慮すること。

当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容

易にする内容のものとすることに配慮すること。

法第 条第 項第 号の規定により、労使協定を締結する場合には当該業務に従事する

労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないことができる「業務の性質又は業務の実

施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、

例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、

これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらであれば困難

と認められる業務に該当するものではないこと。

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

ｲ 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが

困難な業務

ﾛ 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困

難な業務

ﾊ 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困

難な営業業務

法第 条第 項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たって

の事項

短時間勤務の制度は、労働者がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容
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あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇（昼間勤務への転換の有無を含

む。）に関する事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう

に配慮するものとすること。

労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応

し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。

６ 法第 条第 項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっ

ての事項

育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件

その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周知することが望ましいものであることに

配慮すること。

労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその配

偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が対象家族を介護していることを知らせる

ことを前提としたものであること。そのために、法第 条に定める措置を事業主が講じてい

る必要があること。

労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育

児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよ

う、あわせて法第 条第 項の規定による育児休業の再度取得の特例、法第 条の の規定

による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援制度を知ら

せることが望ましいこと。

７ 法第 条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労

働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配

慮すること。

育児休業又は介護休業をする労働者以外の労働者についての配置その他の雇用管理は、

の点を前提にして行われる必要があることに配慮すること。

８ 法第 条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上

等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労働者の選択に任せら

れるべきものであること。

育児休業及び介護休業が比較的長期にわたる休業になり得ること、並びに育児休業又は介

護休業後における円滑な就業のために必要となる措置が、個々の労働者の職種、職務上の地

位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、

かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。

介護休業申出が円滑に行われ、家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活

と家庭生活との両立が図られるようにするため、次の事項に留意すること。
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イ 介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容、当該内容その他の仕事と介

護の両立支援について事業主が定めた事項、介護に係るサービスに関する情報について、

労働者が十分に情報を得ていることが重要であること。

ロ 事業主は、介護休業等の法に定める仕事と介護の両立支援制度の内容及び介護に係るサ

ービスに関する情報に関し行政から提供される情報も活用しつつ、イの情報について労働

者に周知を行うことが望ましいこと。

ハ 事業主は、労働者からの仕事と介護の両立に関する相談への対応のための窓口をあらか

じめ定めることが望ましいこと。

９ 法第 条第 項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は同条第 項に規定す

る育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事

項

労働者がこれらの措置の適用を容易に受けられるようにするため、あらかじめ、当該措置

の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように

配慮すること。

当該措置を講ずるに当たっては、労働者が就業しつつその子を養育することを実質的に容

易にする内容のものとすることに配慮すること。

法第 条第 項第 号の規定により、労使協定を締結する場合には当該業務に従事する

労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないことができる「業務の性質又は業務の実

施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、

例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、

これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらであれば困難

と認められる業務に該当するものではないこと。

イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務

ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務

ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務

ｲ 流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが

困難な業務

ﾛ 交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困

難な業務

ﾊ 個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困

難な営業業務

法第 条第 項の規定による介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずるに当たって

の事項

短時間勤務の制度は、労働者がその要介護状態にある対象家族を介護することを実質的に容
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あらかじめ、労働者の深夜業の制限期間中における待遇（昼間勤務への転換の有無を含

む。）に関する事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう

に配慮するものとすること。

労働者の子の養育又は家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応

し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮するものとすること。

６ 法第 条第 項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっ

ての事項

育児休業及び介護休業中の待遇、育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件

その他必要な事項に関する規則を一括して定め、周知することが望ましいものであることに

配慮すること。

労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその配

偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が対象家族を介護していることを知らせる

ことを前提としたものであること。そのために、法第 条に定める措置を事業主が講じてい

る必要があること。

労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育

児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよ

う、あわせて法第 条第 項の規定による育児休業の再度取得の特例、法第 条の の規定

による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援制度を知ら

せることが望ましいこと。

７ 法第 条の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労

働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配

慮すること。
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８ 法第 条の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上

等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項

当該措置の適用を受けるかどうかは、育児休業又は介護休業をする労働者の選択に任せら

れるべきものであること。
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位、職業意識等の状況に応じ様々であることにかんがみ、当該労働者の状況に的確に対応し、

かつ、計画的に措置が講じられることが望ましいものであることに配慮すること。

介護休業申出が円滑に行われ、家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活

と家庭生活との両立が図られるようにするため、次の事項に留意すること。
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又は介護休業の取得以前から問題とされていたことや育児休業又は介護休業を取得し

たことのみをもって育児休業又は介護休業を取得していない者よりも不利に評価した

ものではないこと等が求められることに留意すること。

ロ 勧奨退職やいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労

働者とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、

これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、 ニの「退職又はいわ

ゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働者とするような

労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。

ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子

の看護休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に

強要することは、 ホの「自宅待機」に該当すること。

ニ 次に掲げる場合には、 チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこ

と」に該当すること。

ｲ 育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護休暇若しくは介護休暇を取得し

た日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃

金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に

休業した期間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用によ

り現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定対象期間から控除するこ

と等専ら当該育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして

取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日

数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する

日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、 チの「不利益な算定を行う

こと」に該当すること。

ﾛ 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業等の申出等をした

ことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。

ホ 次に掲げる場合には、 リの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこ

と」に該当すること。

ｲ 育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える一定期間昇進・昇

格の選考対象としない人事評価制度とすること。

ﾛ 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業等の申出等をした

ことのみをもって、当該育児休業等の申出等をしていない者よりも不利に評価するこ

と。

ヘ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金そ

の他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比

較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に

説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済

的又は精神的な不利益を生じさせることは、 ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」

に該当すること。また、所定労働時間の短縮措置の適用について、当該措置の対象とな
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易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

法第 条、第 条、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の

及び第 条の の規定による育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制

限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理

由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深

夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等（以下「育児休業等の申出等」

という。）をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。

法第 条、第 条、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の

又は第 条の の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休

業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為であること。

解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。

イ 解雇すること。

ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと（以下「雇止め」とい

う。）。

ハ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げるこ

と。

ニ 退職又はいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働

者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

ホ 自宅待機を命ずること。

ヘ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制

限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。

ト 降格させること。

チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。

ル 就業環境を害すること。

解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断するこ

と。

イ 次に掲げる場合には、育児休業又は介護休業をしている労働者の雇止めは、不利益取

扱いに当たる雇止めに該当しない可能性が高いと考えられること。

ｲ 専ら事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により、育児休業又は介護休業を

している労働者を含め、契約内容や更新回数等に照らして同様の地位にある労働者の全

員を雇止めすること。

ﾛ 事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により労働者の一部を雇止めする場合

であって、能力不足や勤務不良等を理由に、育児休業又は介護休業をしている労働者を

雇止めすること。ただし、この場合において、当該能力不足や勤務不良等は、育児休業
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働者とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、

これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、 ニの「退職又はいわ

ゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働者とするような

労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。

ハ 事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子

の看護休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に

強要することは、 ホの「自宅待機」に該当すること。

ニ 次に掲げる場合には、 チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこ

と」に該当すること。

ｲ 育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護休暇若しくは介護休暇を取得し

た日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃

金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に

休業した期間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用によ

り現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定対象期間から控除するこ

と等専ら当該育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして

取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日

数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する

日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、 チの「不利益な算定を行う

こと」に該当すること。

ﾛ 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業等の申出等をした

ことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。

ホ 次に掲げる場合には、 リの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこ

と」に該当すること。

ｲ 育児休業又は介護休業をした労働者について、休業期間を超える一定期間昇進・昇

格の選考対象としない人事評価制度とすること。

ﾛ 実際には労務の不提供が生じていないにもかかわらず、育児休業等の申出等をした

ことのみをもって、当該育児休業等の申出等をしていない者よりも不利に評価するこ

と。

ヘ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金そ

の他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比

較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に

説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済

的又は精神的な不利益を生じさせることは、 ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」

に該当すること。また、所定労働時間の短縮措置の適用について、当該措置の対象とな
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易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。

法第 条、第 条、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の

及び第 条の の規定による育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制

限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理

由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深

夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等（以下「育児休業等の申出等」

という。）をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。

法第 条、第 条、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の 、第 条の

又は第 条の の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休

業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為であること。

解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。

イ 解雇すること。

ロ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと（以下「雇止め」とい

う。）。

ハ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げるこ

と。

ニ 退職又はいわゆる正規雇用労働者をパートタイム労働者等のいわゆる非正規雇用労働

者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。

ホ 自宅待機を命ずること。

ヘ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制

限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。

ト 降格させること。

チ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。

リ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。

ヌ 不利益な配置の変更を行うこと。

ル 就業環境を害すること。

解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断するこ

と。

イ 次に掲げる場合には、育児休業又は介護休業をしている労働者の雇止めは、不利益取

扱いに当たる雇止めに該当しない可能性が高いと考えられること。

ｲ 専ら事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により、育児休業又は介護休業を

している労働者を含め、契約内容や更新回数等に照らして同様の地位にある労働者の全

員を雇止めすること。

ﾛ 事業縮小や担当していた業務の終了・中止等により労働者の一部を雇止めする場合

であって、能力不足や勤務不良等を理由に、育児休業又は介護休業をしている労働者を

雇止めすること。ただし、この場合において、当該能力不足や勤務不良等は、育児休業
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行規則（以下「則」という。）第 条で定める制度又は措置（以下「制度等」という。）の利

用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業等

に関するハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、事業主が適

切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

職場における育児休業等に関するハラスメントの内容

イ 職場における育児休業等に関するハラスメントには、上司又は同僚から行われる、その

雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものがある

こと。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく

言動によるものについては、職場における育児休業等に関するハラスメントには該当しな

いこと。

ロ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通

常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、

「職場」に含まれること。

ハ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員

等のいわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する男女の労働者の全てをいうこと。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受

ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和 年法律第 号）第 条の の規定により、その指揮命令の下に労働させる

派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第 条の規定が適用されることから、労働者

派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、

の措置を講ずることが必要であること。

ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境

が害されるもの」とは、具体的には ｲ ①から⑩までに掲げる制度等の利用に関する言動に

より就業環境が害されるものであること。典型的な例として、 ﾛ に掲げるものがあるが、

ﾛ に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

ｲ 制度等

① 育児休業（則第 条第 号関係）

② 介護休業（則第 条第 号関係）

③ 子の看護休暇（則第 条第 号関係）

④ 介護休暇（則第 条第 号関係）

⑤ 所定外労働の制限（則第 条第 号関係）

⑥ 時間外労働の制限（則第 条第 号関係）

⑦ 深夜業の制限（則第 条第 号関係）

⑧ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則第 条第 号関係）

⑨ 始業時刻変更等の措置（則第 条第 号関係）

⑩ 介護のための所定労働時間の短縮措置（則第 条第 号関係）

ﾛ 典型的な例

① 解雇その他不利益な取扱い（法第 条（法第 条、第 条の 及び第 条の
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る業務に従事する労働者を、当該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了

予定日までの間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換させ

ることは ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可能性が高いこと。

ト 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は ルの「就業環境を害するこ

と」に該当すること。

法第 条第 項の規定により同項各号に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずる

に当たっての事項

労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇とは、例え

ば、次に掲げるものが考えられること。なお、これらの休暇は、必ずしも単独の制度である

必要はないこと。

イ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇

ロ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇（いわゆる失効年

次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置することを含む。）

当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。

法第 条第 項の規定により、介護休業の制度又は法第 条第 項に定める措置に準じて、

その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項

当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。

次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案し、必要な措置が講

じられることが望ましいものであることに配慮すること。

イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまでの期間又は介護に係

る施設・在宅サービスを利用することができるまでの期間が、 日から法第 条第 項

第 号の介護休業日数を差し引いた日数の期間を超える場合があること。

ロ 当該労働者がした介護休業により法第 条第 項第 号の介護休業日数が 日に達し

ている対象家族についても、再び当該労働者による介護を必要とする状態となる場合があ

ること。

ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当該労働者が介護をす

る必要性が高い場合があること。

ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介護のため就業が困難

となる場合があること。

ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応し、介護休業の更なる

分割等、制度の弾力的な利用が可能となることが望まれる場合があること。

法第 条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関

して雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項

法第 条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、

介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施
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行規則（以下「則」という。）第 条で定める制度又は措置（以下「制度等」という。）の利

用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること（以下「職場における育児休業等

に関するハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置について、事業主が適

切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。

職場における育児休業等に関するハラスメントの内容

イ 職場における育児休業等に関するハラスメントには、上司又は同僚から行われる、その

雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものがある

こと。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく

言動によるものについては、職場における育児休業等に関するハラスメントには該当しな

いこと。

ロ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通

常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、

「職場」に含まれること。

ハ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員

等のいわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する男女の労働者の全てをいうこと。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受

ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

法律（昭和 年法律第 号）第 条の の規定により、その指揮命令の下に労働させる

派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第 条の規定が適用されることから、労働者

派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、

の措置を講ずることが必要であること。

ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境

が害されるもの」とは、具体的には ｲ ①から⑩までに掲げる制度等の利用に関する言動に

より就業環境が害されるものであること。典型的な例として、 ﾛ に掲げるものがあるが、

ﾛ に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。

ｲ 制度等

① 育児休業（則第 条第 号関係）

② 介護休業（則第 条第 号関係）

③ 子の看護休暇（則第 条第 号関係）

④ 介護休暇（則第 条第 号関係）

⑤ 所定外労働の制限（則第 条第 号関係）

⑥ 時間外労働の制限（則第 条第 号関係）

⑦ 深夜業の制限（則第 条第 号関係）

⑧ 育児のための所定労働時間の短縮措置（則第 条第 号関係）

⑨ 始業時刻変更等の措置（則第 条第 号関係）

⑩ 介護のための所定労働時間の短縮措置（則第 条第 号関係）

ﾛ 典型的な例

① 解雇その他不利益な取扱い（法第 条（法第 条、第 条の 及び第 条の
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る業務に従事する労働者を、当該措置の適用を受けることの申出をした日から適用終了

予定日までの間に、労使協定により当該措置を講じないものとしている業務に転換させ

ることは ヌの「不利益な配置の変更を行うこと」に該当する可能性が高いこと。

ト 業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は ルの「就業環境を害するこ

と」に該当すること。

法第 条第 項の規定により同項各号に定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずる

に当たっての事項

労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇とは、例え

ば、次に掲げるものが考えられること。なお、これらの休暇は、必ずしも単独の制度である

必要はないこと。

イ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇

ロ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇（いわゆる失効年

次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置することを含む。）

当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。

法第 条第 項の規定により、介護休業の制度又は法第 条第 項に定める措置に準じて、

その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項

当該措置の適用を受けるかどうかは、労働者の選択に任せられるべきものであること。

次の事項に留意しつつ、企業の雇用管理等に伴う負担との調和を勘案し、必要な措置が講

じられることが望ましいものであることに配慮すること。

イ 当該労働者が介護する家族の発症からその症状が安定期になるまでの期間又は介護に係

る施設・在宅サービスを利用することができるまでの期間が、 日から法第 条第 項

第 号の介護休業日数を差し引いた日数の期間を超える場合があること。

ロ 当該労働者がした介護休業により法第 条第 項第 号の介護休業日数が 日に達し

ている対象家族についても、再び当該労働者による介護を必要とする状態となる場合があ

ること。

ハ 対象家族以外の家族についても、他に近親の家族がいない場合等当該労働者が介護をす

る必要性が高い場合があること。

ニ 要介護状態にない家族を介護する労働者であっても、その家族の介護のため就業が困難

となる場合があること。

ホ 当該労働者が家族を介護する必要性の程度が変化することに対応し、介護休業の更なる

分割等、制度の弾力的な利用が可能となることが望まれる場合があること。

法第 条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関

して雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項

法第 条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、

介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施
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事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに対する方針の明確化、労働

者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならないこと。

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における育児休業等に関するハラスメント

の防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが

重要であること。その際、職場における育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や

背景には、 ⅰ 育児休業等に関する否定的な言動（他の労働者の制度等の利用の否定につ

ながる言動（当該労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明

を除く。以下同じ。）が頻繁に行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の申出等をし

にくい職場風土や、 ⅱ 制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であるこ

となどもあると考えられること。そのため、これらを解消していくことが職場における育

児休業等に関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意すること

が必要であること。

ｲ 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容（以下「ハラスメントの内容」

という。）及び育児休業等に関する否定的な言動が職場における育児休業等に関する

ハラスメントの発生の原因や背景になり得ること（以下「ハラスメントの背景等」と

いう。）、職場における育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方

針（以下「事業主の方針」という。）並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管

理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、事業主の方針及

び制度等の利用ができる旨について規定し、当該規定とあわせて、ハラスメントの内

容及びハラスメントの背景等を、労働者に周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラス

メントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる

旨について記載し、配布等すること。

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用

ができる旨を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

ﾛ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者については、

厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等

を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場における育

児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その

内容を労働者に周知・啓発すること。

② 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就

業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒

規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条の 、第 条の 及び第

条の に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆するもの

労働者が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用

の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該労働者に対し、

解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

② 制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの

客観的にみて、言動を受けた労働者の制度等の利用の申出等又は制度等の利用が阻

害されるものが該当すること。ただし、労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の

職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該

労働者に対し、当該申出等をしないよう言うこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が当該労働者に対し、当該申

出等を取り下げるよう言うこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該労

働者に対し、繰り返し又は継続的に当該申出等をしないよう言うこと（当該労働者

がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを

含む。）。

労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、同僚が当該労働者に対し、繰り返

し又は継続的に当該申出等を撤回又は取下げをするよう言うこと（当該労働者がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含

む。）。

③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの

客観的にみて、言動を受けた労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じ

る等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当す

ること。

労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該労働者に対し、繰り

返し又は継続的に嫌がらせ等（嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと又は専ら

雑務に従事させることをいう。以下同じ。）をすること（当該労働者がその意に反す

ることを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。

事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべ

き措置の内容

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次

の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取

扱い（就業環境を害する行為を含む。）については、既に法第 条（法第 条、第 条の

及び第 条の において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条の 、第 条

の 及び第 条の で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自ら

の行為の防止に努めることが求められること。

イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに対する方針の明確化、労働

者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならないこと。

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における育児休業等に関するハラスメント

の防止の効果を高めるため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが

重要であること。その際、職場における育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や

背景には、 ⅰ 育児休業等に関する否定的な言動（他の労働者の制度等の利用の否定につ

ながる言動（当該労働者に直接行わない言動も含む。）をいい、単なる自らの意思の表明

を除く。以下同じ。）が頻繁に行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の申出等をし

にくい職場風土や、 ⅱ 制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であるこ

となどもあると考えられること。そのため、これらを解消していくことが職場における育

児休業等に関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意すること

が必要であること。

ｲ 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容（以下「ハラスメントの内容」

という。）及び育児休業等に関する否定的な言動が職場における育児休業等に関する

ハラスメントの発生の原因や背景になり得ること（以下「ハラスメントの背景等」と

いう。）、職場における育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方

針（以下「事業主の方針」という。）並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管

理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、事業主の方針及

び制度等の利用ができる旨について規定し、当該規定とあわせて、ハラスメントの内

容及びハラスメントの背景等を、労働者に周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラス

メントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる

旨について記載し、配布等すること。

③ ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用

ができる旨を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

ﾛ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者については、

厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等

を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場における育

児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その

内容を労働者に周知・啓発すること。

② 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就

業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒

規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条の 、第 条の 及び第

条の に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。）を示唆するもの

労働者が、制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したこと、制度等の利用

の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該労働者に対し、

解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。

② 制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの

客観的にみて、言動を受けた労働者の制度等の利用の申出等又は制度等の利用が阻

害されるものが該当すること。ただし、労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の

職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しないこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該

労働者に対し、当該申出等をしないよう言うこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、上司が当該労働者に対し、当該申

出等を取り下げるよう言うこと。

労働者が制度等の利用の申出等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該労

働者に対し、繰り返し又は継続的に当該申出等をしないよう言うこと（当該労働者

がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを

含む。）。

労働者が制度等の利用の申出等をしたところ、同僚が当該労働者に対し、繰り返

し又は継続的に当該申出等を撤回又は取下げをするよう言うこと（当該労働者がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含

む。）。

③ 制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの

客観的にみて、言動を受けた労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じ

る等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当す

ること。

労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該労働者に対し、繰り

返し又は継続的に嫌がらせ等（嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと又は専ら

雑務に従事させることをいう。以下同じ。）をすること（当該労働者がその意に反す

ることを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。

事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべ

き措置の内容

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次

の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利益取

扱い（就業環境を害する行為を含む。）については、既に法第 条（法第 条、第 条の

及び第 条の において準用する場合を含む。）、第 条の 、第 条の 、第 条

の 及び第 条の で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自ら

の行為の防止に努めることが求められること。

イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
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合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の

措置を講じなければならないこと。

ｲ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相

談者」という。）及び職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動の行

為者とされる者（以下「行為者」という。）の双方から事実関係を確認すること。

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認

が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置

を講ずること。

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、

法第 条の に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委

ねること。

ﾛ ｲ により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、速やかに被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対する

配慮のための措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向け

ての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、管理

・監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相

談対応等の措置を講ずること。

② 法第 条の に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被

害者に対して講ずること。

ﾊ ｲ により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場における育児

休業等に関するハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒そ

の他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間

の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。

② 法第 条の に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行

為者に対して講ずること。

ﾆ 改めて職場における育児休業等に関するハラスメントに関する方針を周知・啓発する

等の再発防止に向けた措置を講ずること。

なお、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認できなかっ

た場合においても、同様の措置を講ずること。

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における育児休業等に関するハラ
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事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するた

めに必要な体制の整備として、 ｲ 及び ﾛ の措置を講じなければならず、また、 ﾊ の措置

を講ずることが望ましいこと。

ｲ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。

② 相談に対応するための制度を設けること。

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

ﾛ ｲ の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるよ

うにすること。また、相談窓口においては、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけ

る育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相

談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害する

おそれがある場合や、職場における育児休業等に関する否定的な言動が原因や背景とな

って職場における育児休業等に関するハラスメントが生じるおそれがある場合等が考え

られること。

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当

者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載した

マニュアルに基づき対応すること。

ﾊ 職場における育児休業等に関するハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラスメン

ト（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置についての指針（平成 年厚生労働省告示第 号）に規定する「職場

における妊娠、出産等に関するハラスメント」をいう。）、セクシュアルハラスメント

（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置に

ついての指針（平成 年厚生労働省告示第 号）に規定する「職場におけるセクシュ

アルハラスメント」をいう。以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じること

も想定されることから、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に職

場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じ

ることのできる体制を整備することが望ましいこと。

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められる例）

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における育児休業等に関する

ハラスメントのみならず、セクシュアルハラスメント等も明示すること。

② 職場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメ

ント等の相談窓口を兼ねること。

ハ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談の申出があった場
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合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の

措置を講じなければならないこと。

ｲ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相

談者」という。）及び職場における育児休業等に関するハラスメントに係る言動の行

為者とされる者（以下「行為者」という。）の双方から事実関係を確認すること。

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認

が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置

を講ずること。

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、

法第 条の に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委

ねること。

ﾛ ｲ により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、速やかに被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対する

配慮のための措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向け

ての環境整備、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、管理

・監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相

談対応等の措置を講ずること。

② 法第 条の に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被

害者に対して講ずること。

ﾊ ｲ により、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認でき

た場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場における育児

休業等に関するハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒そ

の他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間

の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。

② 法第 条の に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行

為者に対して講ずること。

ﾆ 改めて職場における育児休業等に関するハラスメントに関する方針を周知・啓発する

等の再発防止に向けた措置を講ずること。

なお、職場における育児休業等に関するハラスメントが生じた事実が確認できなかっ

た場合においても、同様の措置を講ずること。

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）

① 事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における育児休業等に関するハラ
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事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するた

めに必要な体制の整備として、 ｲ 及び ﾛ の措置を講じなければならず、また、 ﾊ の措置

を講ずることが望ましいこと。

ｲ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）

① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。

② 相談に対応するための制度を設けること。

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

ﾛ ｲ の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるよ

うにすること。また、相談窓口においては、職場における育児休業等に関するハラスメ

ントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけ

る育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相

談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害する

おそれがある場合や、職場における育児休業等に関する否定的な言動が原因や背景とな

って職場における育児休業等に関するハラスメントが生じるおそれがある場合等が考え

られること。

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当

者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載した

マニュアルに基づき対応すること。

ﾊ 職場における育児休業等に関するハラスメントは、妊娠、出産等に関するハラスメン

ト（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置についての指針（平成 年厚生労働省告示第 号）に規定する「職場

における妊娠、出産等に関するハラスメント」をいう。）、セクシュアルハラスメント

（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置に

ついての指針（平成 年厚生労働省告示第 号）に規定する「職場におけるセクシュ

アルハラスメント」をいう。以下同じ。）その他のハラスメントと複合的に生じること

も想定されることから、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に職

場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じ

ることのできる体制を整備することが望ましいこと。

（一元的に相談に応じることのできる体制を整備していると認められる例）

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における育児休業等に関する

ハラスメントのみならず、セクシュアルハラスメント等も明示すること。

② 職場における育児休業等に関するハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメ

ント等の相談窓口を兼ねること。

ハ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談の申出があった場
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遂行していくという意識を持つこと等について、人事部門等から制度等の利用の対象

となる労働者に周知・啓発すること。

ホ イからニまでの措置とあわせて講ずべき措置

イからニまでの措置を講ずるに際しては、あわせて次の措置を講じなければならないこ

と。

ｲ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該

相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該

育児休業等に関するハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等の

プライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して

周知すること。

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められ

る例）

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュア

ルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応す

るものとすること。

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修

を行うこと。

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置

を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のた

めの資料等に掲載し、配布等すること。

ﾛ 労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと又は

事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨

を定め、労働者に周知・啓発すること。

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発することにつ

いて措置を講じていると認められる例）

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場に

おける育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認

に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨

を規定し、労働者に周知・啓発をすること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実

関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いを

されない旨を記載し、労働者に配布等すること。

法第 条の規定により、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを

しようとする場合において、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっ

ての事項

配慮することの内容としては、例えば、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握
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スメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフ

レット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等す

ること。

② 労働者に対して職場における育児休業等に関するハラスメントに関する意識を啓発

するための研修、講習等を改めて実施すること。

ニ 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため

の措置

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解

消するため、 ｲ の措置を講じなければならず、また、 ﾛ の措置を講ずることが望ましい

こと。

なお、措置を講ずるに当たっては、

ⅰ 職場における育児休業等に関するハラスメントの背景には育児休業等に関する否

定的な言動もあるが、当該言動の要因の つには、労働者が所定労働時間の短縮措

置を利用することで短縮分の労務提供ができなくなること等により、周囲の労働者

の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮す

ること

ⅱ 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務

を遂行していくという意識を持つこと

のいずれも重要であることに留意することが必要である。

ｲ 業務体制の整備など、事業主や制度等の利用を行う労働者その他の労働者の実情に応

じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例）

① 制度等の利用を行う労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に

業務分担の見直しを行うこと。

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。

ﾛ 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑

なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行

していくという意識を持つこと等を、制度等の利用の対象となる労働者に周知・啓発す

ることが望ましいこと（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例）

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコ

ミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行し

ていくという意識を持つこと等について記載し、制度等の利用の対象となる労働者に

配布等すること。

② 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を
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遂行していくという意識を持つこと等について、人事部門等から制度等の利用の対象

となる労働者に周知・啓発すること。

ホ イからニまでの措置とあわせて講ずべき措置

イからニまでの措置を講ずるに際しては、あわせて次の措置を講じなければならないこ

と。

ｲ 職場における育児休業等に関するハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該

相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該

育児休業等に関するハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等の

プライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して

周知すること。

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められ

る例）

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュア

ルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応す

るものとすること。

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修

を行うこと。

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置

を講じていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のた

めの資料等に掲載し、配布等すること。

ﾛ 労働者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと又は

事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨

を定め、労働者に周知・啓発すること。

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発することにつ

いて措置を講じていると認められる例）

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場に

おける育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認

に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨

を規定し、労働者に周知・啓発をすること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者が職場における育児休業等に関するハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実

関係の確認に協力したこと等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いを

されない旨を記載し、労働者に配布等すること。

法第 条の規定により、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを

しようとする場合において、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮するに当たっ

ての事項

配慮することの内容としては、例えば、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握
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スメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフ

レット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等す

ること。

② 労働者に対して職場における育児休業等に関するハラスメントに関する意識を啓発

するための研修、講習等を改めて実施すること。

ニ 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため

の措置

事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解

消するため、 ｲ の措置を講じなければならず、また、 ﾛ の措置を講ずることが望ましい

こと。

なお、措置を講ずるに当たっては、

ⅰ 職場における育児休業等に関するハラスメントの背景には育児休業等に関する否

定的な言動もあるが、当該言動の要因の つには、労働者が所定労働時間の短縮措

置を利用することで短縮分の労務提供ができなくなること等により、周囲の労働者

の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮す

ること

ⅱ 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務

を遂行していくという意識を持つこと

のいずれも重要であることに留意することが必要である。

ｲ 業務体制の整備など、事業主や制度等の利用を行う労働者その他の労働者の実情に応

じ、必要な措置を講ずること（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例）

① 制度等の利用を行う労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に

業務分担の見直しを行うこと。

② 業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。

ﾛ 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑

なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行

していくという意識を持つこと等を、制度等の利用の対象となる労働者に周知・啓発す

ることが望ましいこと（派遣労働者にあっては、派遣元事業主に限る。）。

（周知・啓発を適切に講じていると認められる例）

① 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働

者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコ

ミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行し

ていくという意識を持つこと等について記載し、制度等の利用の対象となる労働者に

配布等すること。

② 労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円

滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を
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すること、労働者本人の意向をしんしゃくすること、配置の変更で就業の場所の変更を伴うも

のをした場合の子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等があること。

派遣労働者として就業する者に関する事項

派遣労働者として就業する者については、労働契約関係は派遣元事業主と派遣労働者との

間にあるため、派遣元事業主は、当該労働者に対し、法の規定に基づく措置を適切に講ずる

責任があることに留意すること。

解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、派遣労働者として就業する者につい

て、労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を

拒むことが該当すること。

次に掲げる場合には の派遣労働者として就業する者について、労働者派遣の役務の提

供を受ける者が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むことに該当すること。

イ 育児休業の開始までは労働者派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるに

もかかわらず、派遣中の派遣労働者が育児休業の取得を申し出たことを理由に、労働者派

遣の役務の提供を受ける者が派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の交替を求めること。

ロ 労働者派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣中

の派遣労働者が子の看護休暇を取得したことを理由に、労働者派遣の役務の提供を受ける

者が派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の交替を求めること。

派遣元事業主は、派遣労働者が育児休業から復帰する際には、当該派遣労働者が就業を継

続できるよう、当該派遣労働者の派遣先に係る希望も勘案しつつ、就業機会の確保に努める

べきであることに留意すること。
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